
鵯

、

　
　
　
第
十
岱
　
　
研
究
　
　
尺
の
、
醗
兜

無
い
が
、
邉
僻
｝
に
於
け
る
方
楕
氏
の
面
奥
ご
患
へ
ば
、
年

末
に
之
を
書
き
記
す
の
は
糊
し
も
謂
れ
の
無
い
こ
ご
で
は

な
い
。
而
し
て
此
の
小
篇
を
敷
原
勝
郎
博
士
の
｝
鋼
忌
の

記
念
こ
し
て
鎚
前
に
捧
げ
る
。

　
n
附
翻
…
〕
　
開
～
路
聯
君
に
就
い
て
に
、
ホ
ー
ロ
ー
ト
氏
に
コ
ニ
歎
源
流
聖
帝
佛

　
　
師
捜
聯
記
」
な
引
ひ
て
み
る
が
、
方
相
氏
が
闘
路
聯
亡
穂
す
る
所
以
為
明

　
　
に
し
、
支
那
近
世
の
俗
傳
な
知
ろ
こ
霊
が
爵
來
う
か
ら
、
次
に
之
か
掲

　
　
げ
ろ
こ
定
に
し
宍
。
「
開
路
融
敏
、
乃
周
禮
之
方
相
氏
是
也
、
相
徳
、
軒

　
　
　
　
　
　
　
第
扁
號
　
　
　
置
入
　
　
（
三
八
）

載
写
経
周
難
九
譲
、
野
馳
螺
瓢
適
齢
蟻
、
横
難
三
好
如
雛
護
、
肉
賀
枳

乙
防
夜
、
螢
叢
ハ
始
也
、
俗
名
隙
道
轡
、
一
名
陵
墓
將
軍
、
一
名
隔
路
淋

齎
、
獣
医
萄
長
者
鹸
《
額
廣
三
尺
、
嚢
長
三
尺
五
寸
、
繋
赤
、
癒
燈
、

頭
戴
策
髪
金
冠
、
均
穿
紅
戦
抱
、
脚
錘
皇
皮
靴
、
左
手
勃
玉
印
、
右
手

執
天
盤
戟
、
田
権
以
先
行
、
二
三
諮
凶
熟
、
悪
鬼
藏
形
、
行
枢
之
吉
紳

也
、
留
侮
之
於
後
也
云
Q
」
な
ほ
ホ
ロ
ー
ト
氏
著
書
第
一
巻
、
圃
版
第
九
魑

に
開
路
融
の
爲
眞
が
あ
ろ
。

尺

の

研

究

丈
學
士
　
藤

田

兀

春

　
さ
き
に
拙
稿
支
那
古
代
の
地
割
に
つ
い
て
（
本
誌
第
八
巷
一

號
）
算
賀
の
尺
に
は
、
短
い
も
の
ε
長
い
も
の
が
あ
っ
て
凡
四
類

の
高
議
が
あ
る
こ
ミ
を
論
じ
、
其
延
長
の
理
由
に
就
て
は
後
日
、

を
期
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
近
頃
こ
の
四
類
に
分
つ
丈
け

で
は
、
未
だ
至
ら
ぬ
ミ
恩
ふ
単
為
を
壷
見
し
ま
し
た
の
で
、
結

局
六
種
の
R
を
閥
題
、
こ
す
る
こ
ミ
に
な
り
ま
し
た
、
從
っ
て
當

時
の
摩
見
に
著
し
き
訂
正
を
加
へ
た
い
S
思
ひ
ま
し
て
、
再
び

本
誌
の
鹸
白
を
汚
す
事
に
し
ま
し
た
。
本
論
は
勿
論
尺
度
墾
遷

の
大
略
を
記
す
に
止
ま
り
ま
す
が
話
の
順
序
、
こ
し
て
、
第
一
に

度
の
逸
．
源
を
難
ね
て
周
尺
に
及
び
、
第
二
宇
宿
、
第
三
住
吉
尺

7



＼

に
し
ま
し

た
。

年
号

唐
大
八
第

五
長
尺
第
六

結
語
ミ

い

ふ
風
に

節
を

分
つ

ミ

第
剛
、
度
の
起
源
（
糊
尺
）

　
漢
書
回
歴
志
を
見
る
ご
、

　
　
濡
者
一
寸
弓
丈
引
也
。
所
以
度
長
短
也
。
本
四
黄
鐘
之
管
長
、

　
　
以
子
山
下
黍
中
者
一
黍
之
廣
度
之
。
九
十
分
黄
鐘
之
長
一
儒
一

　
　
分
。
十
分
嬬
寸
、
十
寸
爲
尺
、
十
尺
望
潮
、
十
丈
駕
引
蒲
五
度

　
　
審
突
Q
其
法
用
鋼
、
高
一
寸
廣
二
寸
長
一
丈
爺
分
寸
尺
丈
存

　
　
焉
9
用
竹
下
引
O
山
尚
一
分
廣
六
分
r
長
十
丈
」
垢
掻
・
万
法
矩
｛
高
廣
ク
壇

　
　
撒
陰
陽
之
象
也
。

ご
あ
っ
て
、
黄
鐘
の
管
長
九
寸
、
こ
れ
に
租
黍
が
九
十
並

ぶ
か
ら
麺
黍
の
幅
が
｝
分
に
な
る
、
そ
れ
を
寸
尺
の
臼
盛

ε
す
る
こ
い
ふ
意
味
で
、
黄
鐘
の
符
の
長
さ
が
度
の
源
で

そ
れ
か
ら
施
黍
を
度
の
源
に
す
る
事
ざ
な
っ
て
み
る
、
こ

れ
を
實
用
に
供
す
る
場
合
に
銅
製
の
丈
が
あ
る
、
厚
さ
一

寸
鷹
さ
二
寸
ビ
い
ふ
太
い
も
の
で
あ
る
が
、
竹
製
の
引
は

．
厚
さ
、
ご
分
に
廣
さ
六
分
ご
云
ふ
か
ら
・
γ
す
い
・
細
長
い
も
の

　
　
　
箪
三
春
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
鋸

で
あ
る
。
此
差
は
銅
ご
竹
こ
の
温
度
に
曝
す
る
伸
縮
を
考

量
に
入
れ
て
作
く
つ
だ
か
否
や
は
知
れ
滋
が
、
二
者
何
れ

も
今
日
我
々
の
見
慣
れ
て
み
る
尺
ご
は
ち
が
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
ご
は
樋
か
で
あ
る
、
然
る
に
こ
、
に
京
大
丈
學

部
國
史
研
究
室
に
住
吉
紳
飛
藏
の
古
尺
の
模
型
が
あ
る
が

こ
れ
は
殆
ん
ご
一
寸
に
近
い
、
九
分
方
形
の
木
製
で
、
後

章
述
ぶ
る
通
）
の
九
寸
の
こ
倍
で
、
一
種
の
二
尺
ざ
し
で

あ
る
が
、
奨
の
形
か
ら
ご
及
び
其
の
長
さ
の
取
り
方
か
ら

こ
の
漢
書
の
黄
鐘
九
寸
こ
い
ふ
を
、
眞
似
て
作
く
っ
た
も

の
こ
思
は
れ
る
．
か
や
う
に
一
寸
の
厚
あ
る
九
寸
を
輩
位

こ
せ
る
尺
が
興
似
ら
れ
る
程
に
後
鮭
ま
で
こ
の
漢
書
の
度

の
遡
源
説
は
正
し
い
も
の
ざ
さ
れ
て
る
る
の
で
、
回
書
律

歴
志
を
見
る
ビ
起
度
適
正
、
漢
題
言
之
穿
通
ご
記
し
、
書

始
の
心
立
の
同
律
度
量
衡
ご
云
ふ
句
の
注
な
ざ
、
も
・
．
｝
の
・

漢
書
を
届
い
て
あ
っ
て
黄
鐘
の
管
長
こ
い
ふ
も
の
が
度
の

起
源
に
な
っ
て
み
る
の
み
で
な
く
量
衡
な
ざ
も
こ
れ
に
根

く
ご
あ
る
。
從
っ
て
附
書
属
島
志
も
審
度
の
條
に
、
’
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
ト
號
、
　
　
三
九
　
　
（
識
力
）



　
　
　
第
十
巻
　
研
究
　
尺
の
研
究

漢
書
の
字
句
を
其
ま
、
引
用
し

　
後
之
作
者
叉
愚
此
説
。
以
律
度
量
衡
並
懸
極
製
。
散
欝
諸
法
。

　
其
牽
可
通
故
悟
り
黎
有
大
小
之
差
．
年
有
豊
耗
之
異
、
前
代
量

　
校
侮
有
不
同
。
卑
俗
憾
託
即
妙
致
累
損
。

ご
論
じ
た
が
、
こ
の
交
に
な
る
ε
度
の
根
本
は
黄
鐘
の
管

長
で
な
く
て
、
麺
黍
の
廣
さ
を
ご
つ
て
作
く
る
こ
い
ふ
こ

ご
を
主
こ
し
て
論
じ
て
あ
る
、
し
て
み
る
ご
黄
鐘
の
管
は

原
器
で
拒
黍
は
副
原
器
で
あ
る
が
、
こ
の
方
が
得
易
い
か

ら
後
世
は
全
く
租
黍
に
よ
2
、
尺
を
作
く
る
こ
ご
に
な
っ

た
。
邸
唐
六
典
に
は
、
零
度
以
北
方
租
黍
中
者
一
黍
之
廣

露
分
。
十
分
爲
寸
、
一
寸
爲
尺
、
一
尺
二
寸
爲
大
尺
，
十

尺
爲
丈
ご
記
し
量
の
方
は
蟻
塚
中
者
千
二
百
黍
を
禽
こ
し

二
禽
を
合
ご
し
合
を
軍
位
に
升
斗
珊
に
上
う
、
樺
の
方
は

租
黍
百
黍
の
重
を
ε
つ
て
鉄
こ
し
そ
れ
か
ら
爾
斤
を
計
る

こ
ご
に
な
っ
て
み
る
が
、
其
文
句
は
漢
書
律
歴
志
ご
大
差

な
し
ご
い
ふ
べ
き
で
あ
る
．
し
か
し
て
こ
れ
が
叉
我
國
の

大
急
A
F
に
殆
ん
ご
其
ま
、
の
っ
て
み
て
分
者
以
北
方
瀧
黍

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
囚
○
　
　
（
四
〇
）

中
者
一
之
廣
爲
分
。
租
者
黒
黍
也
ご
あ
る
か
ら
、
和
漢
共

度
の
超
源
は
臨
書
定
む
る
所
に
あ
り
ご
い
っ
て
よ
ろ
し
い

併
し
購
書
の
云
ふ
蓮
り
覆
黍
は
同
一
の
地
に
し
て
大
小
豊

耗
が
あ
り
、
土
地
の
肥
艀
に
よ
っ
て
署
し
も
同
大
の
も
の
．

が
揃
は
ぬ
か
ら
、
も
し
こ
れ
に
よ
っ
て
分
寸
を
定
む
ご
な

れ
ば
尺
は
殆
ん
ざ
其
筈
所
を
失
ふ
ご
云
ふ
べ
く
、
實
の
廣

さ
も
或
は
竪
に
ご
り
或
は
横
に
ご
り
、
紛
働
底
止
し
な
い

傾
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
法
令
は
ざ
う
も
動
き
や
す
い
ご
見

ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
こ
で
こ
う
い
ふ
動
き
や
す
い
も
の
外
に

或
は
黄
鐘
の
管
と
い
ふ
や
う
な
も
の
、
外
に
、
漢
以
前
に

起
度
の
標
準
が
無
か
っ
た
か
嘘
調
べ
て
み
た
く
な
る
。
所

が
幸
に
漢
以
前
の
書
だ
ざ
聡
せ
ら
る
、
、
周
禮
譜
…
記
な
ざ

に
い
ろ
一
起
度
の
説
が
あ
る
Q
し
か
し
こ
の
古
い
書
籍

も
、
】
度
漢
の
劉
向
劉
歌
父
子
の
稜
正
を
～
た
も
の
で
あ

る
の
で
、
或
は
そ
れ
が
漢
以
前
の
定
心
を
憺
か
に
傳
へ
て

居
る
ご
は
云
へ
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
こ
れ
を
膿
ん
で
み

る
ご
黄
鐘
又
は
雁
黍
の
説
よ
り
も
幾
分
古
い
だ
ら
う
ご
思

・
（
晦



％

は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
其
の
第
一
は
、
周
禮
春
官
の
條
に

あ
る
壁
羨
以
志
度
ざ
云
ふ
句
で
あ
る
、
鄭
玄
の
注
に
羨
は

長
也
ご
あ
っ
て
壁
の
長
さ
が
度
の
根
本
だ
こ
い
ふ
の
で
’
．

黄
鐘
の
管
の
長
こ
い
ふ
に
比
す
べ
き
一
説
で
あ
る
、
こ
れ

は
冬
官
学
工
記
玉
人
の
條
に
も
あ
っ
て
玉
人
之
事
鎭
圭
尺

有
二
寸
天
子
守
之
σ
命
圭
九
寸
謂
之
桓
圭
公
守
之
。
命
圭
．

七
寸
謂
之
信
圭
侯
守
之
、
修
繕
七
寸
謂
唐
言
圭
伯
守
之

壁
羨
度
尺
り
好
三
寸
講
話
度
。
愚
輩
農
云
羨
心
添
好
孔
也

譜
酬
小
†
肉
各
ご
一
寸
Q
繭
…
眸
証
ハ
↓
ハ
寸
、
旦
田
老
憶
測
侃
N
也
O
　
ご
あ
っ

て
爾
雅
に
も
肉
借
好
謂
之
壁
ざ
あ
り
、
孔
の
あ
る
蛇
ノ
目

形
の
玉
で
作
く
っ
た
壁
が
肉
の
長
さ
が
六
寸
で
孔
が
三
寸

併
せ
て
九
寸
の
も
の
が
度
の
根
に
な
る
ビ
い
ふ
て
あ
る
、

呉
大
澱
氏
の
構
衡
度
量
實
験
考
は
古
代
の
器
物
を
集
め
其

實
長
を
は
か
り
、
丁
度
こ
の
交
句
に
下
る
壁
や
、
叉
は
大

梁
か
ら
得
た
十
有
二
寸
の
鎭
圭
や
、
九
寸
の
雷
雲
や
或
は

十
有
二
寸
の
宏
壁
や
ら
豊
代
の
も
の
こ
思
崩
れ
る
髄
か
な

遺
物
か
ら
、
こ
れ
を
度
に
と
っ
て
鎭
圭
尺
我
曲
尺
六
寸
四

　
　
　
第
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
遭
究
．

分
の
も
の
を
以
て
、
こ
の
玉
人
の
用
ひ
左
、
支
那
で
尤
も

古
い
尺
で
あ
る
ご
定
め
た
の
で
あ
る
、
し
て
見
る
こ
こ
の

六
寸
四
分
に
近
い
鎭
圭
尺
が
支
那
で
尤
も
古
い
周
尺
で
あ

る
で
あ
ら
う
ご
云
ふ
事
に
な
る
が
、
こ
れ
は
漆
工
記
を
周

時
の
作
ご
見
て
の
考
で
あ
っ
て
も
し
考
直
書
に
劉
歌
が
或

は
他
の
瀧
代
學
者
の
考
が
加
は
つ
た
こ
見
る
説
が
成
立
す

る
な
ら
ば
こ
れ
を
周
尺
こ
い
ふ
事
は
あ
や
し
く
な
る
か
も

し
れ
ぬ
か
ら
一
慮
吟
味
の
必
要
が
あ
る
。
ま
つ
最
初
に
壁

は
人
工
物
で
あ
る
か
ら
、
か
、
る
大
さ
の
壁
を
作
く
っ
た

玉
人
の
其
の
尺
度
は
何
か
ε
問
ふ
ご
．
答
ふ
る
所
が
な
い

で
鐘
や
壁
の
如
き
人
工
物
で
な
く
て
、
自
然
界
に
超
度
の

標
準
を
求
め
る
ご
漢
代
の
書
で
潅
南
子
に
「
秋
分
而
禾
董

定
、
曲
嵩
置
而
禾
熟
、
律
管
十
二
秒
而
當
一
粟
十
二
粟
爲
一

寸
ご
あ
っ
て
禾
に
生
す
る
曲
鮒
即
穗
芒
十
ご
本
を
合
せ
る
ご

一
粟
ご
な
り
、
十
二
粟
を
合
は
す
ご
一
寸
を
得
る
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
租
黍
の
代
り
に
芒
の
如
き
細
い
も
の

を
漏
壷
つ
た
の
で
あ
る
が
、
極
め
て
細
い
も
の
か
ら
出
立

　
　
　
　
　
　
　
第
乙
號
　
　
　
四
一
　
　
（
四
一
）



　
　
　
第
十
懸
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
究

す
る
も
の
に
も
一
つ
例
が
あ
る
、
そ
れ
は
孫
子
鋒
術
に
あ

る
、
獄
所
生
吐
綜
、
爲
忽
、
裏
芸
爲
秒
、
＋
秒
爲
毫
、
十

竈
爲
縫
、
十
籏
爲
分
，
ご
云
ふ
の
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
又

獄
の
吐
く
糸
か
ら
出
立
せ
う
ご
云
ふ
。
い
つ
れ
も
租
黍
よ

り
細
い
も
の
を
取
つ
だ
ε
い
ふ
愚
ひ
付
き
で
、
刷
段
三
つ

た
超
度
の
根
元
で
な
い
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
漢
に
九
寸
の

管
が
定
ま
っ
た
後
こ
れ
』
に
合
ふ
駈
黍
の
数
を
数
へ
た
こ
同

梯
…
、
分
こ
か
寸
こ
か
云
ふ
幅
が
出
馬
た
後
に
、
こ
れ
に
合

す
る
や
う
な
自
然
物
を
物
色
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

唯
こ
の
文
句
の
上
で
注
意
す
べ
き
は
孫
子
が
十
…
進
法
を
ご

る
に
潅
南
子
に
十
二
秒
、
十
二
粟
ご
い
ふ
や
う
な
十
二
進

法
が
現
は
れ
て
る
る
こ
ご
で
あ
る
。
今
も
英
吉
利
の
度
量

に
十
二
吋
、
十
二
志
な
ざ
云
ふ
風
が
あ
る
の
を
見
る
ご
支

那
に
も
古
代
に
こ
の
潅
南
子
の
云
ふ
や
う
な
十
二
進
法
が

存
し
た
こ
ご
を
誤
り
ご
は
見
ら
れ
ぬ
ご
云
ふ
事
．
否
そ
れ

は
或
は
一
地
方
か
或
は
あ
る
一
時
代
の
警
慣
で
あ
っ
だ
事

を
吾
入
に
語
る
も
の
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
事
は

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
二
　
　
（
四
二
）

後
節
論
ず
る
必
要
上
一
癒
こ
、
で
申
述
べ
る
の
で
あ
る
Q

　
さ
れ
何
れ
に
し
て
も
、
尺
ご
い
ふ
も
の
が
、
か
、
る
租

黍
こ
か
秒
こ
か
孫
こ
か
云
ふ
膚
然
物
か
ら
起
る
こ
す
る
の

は
、
尺
が
定
ま
っ
た
後
こ
れ
に
合
ふ
も
の
を
物
色
し
た
後

の
事
で
、
こ
の
苑
、
藁
、
綜
が
直
ち
に
度
の
趙
源
で
な
い

事
は
明
で
あ
る
か
ら
．
か
、
る
も
の
を
合
せ
て
分
こ
か
寸

ご
云
ふ
や
う
に
導
い
た
庭
の
黄
鐘
の
管
又
は
聖
母
の
其
の

長
さ
を
定
め
た
所
の
第
一
次
の
零
度
の
源
を
何
か
ご
考
へ

て
見
る
ご
。
我
事
の
例
な
ご
に
は
、
立
代
の
人
は
十
握
入

舞
な
ご
ご
云
っ
て
人
の
握
帥
四
丁
の
廣
さ
を
輩
位
に
ご
b

或
は
入
腿
烏
、
入
賞
殿
な
ざ
、
、
大
指
中
指
の
伸
長
の
幡

ご
か
爾
…
響
を
贋
げ
た
る
長
さ
を
も
っ
て
度
こ
す
る
古
語
が

あ
乃
。
つ
い
で
尺
ご
云
ふ
槻
念
が
渡
っ
た
の
ち
に
宇
音
を

　
　
　
　
ヤ
　
　
ナ
カ

そ
の
ま
、
入
尺
な
ざ
、
云
ふ
古
語
も
出
來
た
ら
し
い
、
或

は
尺
の
書
物
が
來
た
の
か
も
し
れ
ぬ
、
ご
に
か
く
古
代
の

度
は
入
の
身
膿
に
關
し
て
起
つ
た
の
で
あ
る
が
、
支
那
も

全
く
古
代
は
同
様
の
状
態
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
史
記
に
は



夏
帯
以
身
爲
度
以
耳
芝
律
ご
あ
る
，
こ
の
文
句
は
禺
の
言

行
が
人
民
の
範
ビ
な
っ
た
こ
云
ふ
意
味
で
あ
る
ら
し
い

け
れ
こ
も
、
身
を
以
て
度
ε
爲
す
ご
云
ふ
こ
ご
は
如
實
に

古
代
の
人
が
身
膣
を
度
に
ε
つ
た
こ
ご
を
語
っ
て
み
る
ビ

見
ら
れ
ぬ
こ
ご
も
な
い
。
。
そ
こ
で
身
騰
を
以
て
度
を
起
す

ご
な
る
ご
人
の
有
毒
爾
足
こ
い
ふ
も
の
が
其
用
に
供
せ
ら

　
　
　
　
　
ツ
カ
　
　
　
　
ヒ
ロ

れ
や
す
・
い
、
握
ご
か
仁
心
ビ
い
ふ
の
が
手
か
ら
起
る
ε
す
れ

ば
、
足
を
墨
げ
れ
ば
歩
を
知
る
こ
い
ふ
こ
ご
に
な
る
、
千

載
陽
月
言
篇
に
左
の
如
く
云
ふ
て
あ
る
。

　
布
指
知
慮
、
布
手
知
尺
、
斜
肘
知
簿
、
十
型
而
索
。
百
歩
而
堵

　
三
百
歩
而
里
、
千
歩
而
井
、
三
井
附
句
烈
、
三
句
烈
而
距
、
五

　
＋
里
諭
封
、
百
里
癒
有
都
邑
。
ミ

即
ち
寸
尺
尋
を
指
手
肘
に
よ
り
て
知
り
、
歩
ん
で
歩
井
里

の
長
さ
を
は
か
る
の
で
あ
る
が
、
漢
の
孔
鮒
の
小
爾
雅
に

も
、
踵
一
右
足
也
倍
里
謡
之
歩
、
四
尺
謂
蟻
酸
、
倍
偲
謂

之
尋
、
尋
僻
爾
…
肱
也
倍
臨
写
之
常
ご
あ
っ
て
、
歩
ご
は
二

畢
足
だ
ご
説
明
し
て
み
る
、
思
ふ
に
器
物
の
長
さ
は
年
に

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
纏
究

よ
っ
て
知
り
、
滋
路
の
長
さ
は
歩
に
よ
っ
て
定
ま
る
ご
い

ふ
工
合
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
で
大
挙
の
寸
尺
の
取

方
が
、
古
代
に
於
て
世
界
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
ご
を

知
る
が
、
以
上
の
文
章
の
中
で
布
指
導
寸
ご
云
ふ
ニ
ピ
が

猶
一
癒
解
説
さ
れ
ね
ば
、
指
の
五
本
の
こ
こ
が
寸
に
あ
た

る
か
わ
か
ら
な
い
、
説
文
解
字
に
は
寸
の
部
に
人
手
郷
二
十

分
一
、
動
脈
爲
『
寸
ロ
一
ご
あ
っ
て
、
大
栂
指
の
つ
け
ね
か
ら

十
分
（
部
一
寸
）
ば
か
り
後
へ
よ
っ
た
所
に
脹
が
あ
る
、
そ

こ
ま
で
が
一
寸
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
寸
口
ご
い
ふ
ε
あ

る
の
で
あ
る
が
。
こ
れ
で
は
寸
を
知
る
に
中
々
六
ヶ
敷
い

こ
ご
に
な
る
、
後
魏
の
時
の
常
民
要
術
に
は
も
少
し
工
合

よ
「
い
答
案
が
あ
る
、
そ
れ
に
は
慣
用
レ
手
、
栂
指
與
中
指
叫

叉
相
距
謂
之
一
尺
。
爾
醤
引
長
則
得
八
尺
、
謂
之
一
尋
。

中
指
中
節
電
一
山
謂
之
｝
寸
Q
ご
あ
っ
て
栂
指
ご
中
指
ご

を
煽
げ
で
桶
尺
こ
な
り
、
爾
膏
を
振
ぐ
れ
ば
入
尺
ε
な
b

中
指
の
第
一
笛
ご
第
二
節
の
聞
が
唄
寸
で
あ
る
こ
い
ふ
の

で
誠
に
古
代
ら
し
い
度
の
領
し
方
で
あ
る
、
説
交
に
も
小

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
三
　
　
（
凶
三
）
　
，



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
究

爾
志
に
も
同
じ
く
一
五
粛
軍
で
あ
り
、
周
王
制
八
尺
爲
歩

ご
め
る
等
か
ら
考
へ
て
こ
の
説
明
は
此
程
古
い
傳
へ
を
記

し
た
も
の
こ
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
從
っ
て
爾
代
に
は

凡
そ
こ
う
い
ふ
風
で
人
身
の
；
響
が
入
尺
に
な
り
一
歩
が

八
尺
に
な
る
や
う
な
尺
が
め
）
、
そ
れ
は
中
指
ご
栂
指
一

図
の
長
さ
か
ら
出
る
も
の
で
あ
っ
だ
こ
見
て
、
大
禮
の
見

當
が
つ
く
の
で
あ
る
Q
故
に
周
制
に
寸
、
尺
、
腿
、
尋
、

常、

T
、
諸
度
量
皆
卓
立
之
膿
爲
法
ご
あ
る
の
を
正
し
い
．

ビ
す
る
。
從
っ
て
物
の
長
さ
を
は
か
る
に
當
り
百
工
各
、

爵
己
の
手
輻
を
ご
つ
た
か
ら
同
じ
尺
と
い
ふ
も
の
が
な
い

い
つ
れ
も
長
短
種
々
の
尺
こ
な
る
。
臭
大
出
題
の
實
験
考

を
見
る
ご
鎭
里
並
ビ
い
っ
て
二
十
四
種
の
古
器
物
よ
り
蹄

塾
し
た
曲
六
寸
四
分
の
も
の
を
一
つ
、
こ
れ
を
尤
古
い
綱

の
も
の
ビ
定
め
、
次
に
光
緒
十
五
年
に
古
，
玉
律
壇
を
得
こ

れ
を
鎭
界
尺
で
は
か
る
ビ
十
有
二
寸
あ
る
Q
い
ろ
く
の

理
歯
か
ら
断
じ
て
秦
漢
以
後
の
物
で
な
い
、
こ
れ
を
現
在

の
租
黍
で
は
か
る
と
、
漢
書
律
歴
志
の
記
す
蓮
り
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
藥
一
壷
　
　
　
殴
四
　
　
（
四
四
）

誠
に
こ
れ
は
天
下
の
至
寳
で
あ
る
ご
論
じ
、
そ
れ
か
ら
黄

鐘
九
寸
の
尺
を
起
し
て
圖
示
し
（
曲
七
寸
二
分
）
こ
れ
に
合

す
る
播
圭
、
青
圭
、
牙
璋
、
宏
壁
、
大
面
の
七
十
数
糧
を

圖
示
し
て
み
る
Q
叉
別
に
所
藏
の
古
西
か
ら
周
代
の
劒
尺

（
曲
六
寸
二
分
五
厘
）
を
復
原
し
て
み
る
Q
並
塩
氏
の
實
駒

に
よ
れ
ば
文
事
に
は
圭
、
璽
等
よ
り
起
し
た
、
六
寸
四
分

の
尺
や
創
尺
（
六
寸
籐
）
の
の
外
に
曲
七
寸
内
外
の
も
の

も
あ
っ
た
ら
し
い
事
に
な
る
。
蓋
し
周
代
の
尺
は
人
の
騰

に
よ
つ
淀
の
で
あ
る
か
ら
大
概
の
庭
、
手
の
幅
六
寸
内
外

で
尺
が
定
ま
っ
た
け
れ
ご
も
、
之
を
詳
細
に
黙
思
す
れ
ば

長
短
不
定
で
あ
っ
淀
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
換
言
す
れ

ば
周
に
定
尺
な
し
ご
見
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
王
制
に
古

墨
以
周
尺
八
尺
白
馬
、
今
以
周
面
六
尺
四
寸
爲
歩
こ
い
ふ

文
に
鄭
司
農
が
註
し
て
、
周
尺
一
数
未
詳
聞
也
按
禮
制
、

周
猫
…
以
十
寸
爲
尺
．
芸
皿
山
ハ
國
勤
修
愛
観
法
度
。
或
一
冨
M
周
尺

入
寸
、
則
歩
々
爲
入
歯
六
十
四
寸
ご
論
じ
た
の
で
あ
る
。

蓋
し
鄭
康
成
は
漢
代
の
人
で
あ
る
。
耳
垂
を
知
ら
な
か
っ



　
た
か
、
も
し
く
は
周
に
定
尺
な
き
を
知
っ
て
居
た
か
、
或
は

　
要
尺
ビ
陣
す
る
も
の
を
見
る
に
長
短
各
差
等
あ
る
故
に
、

　
統
一
す
る
所
な
き
を
以
て
、
か
く
言
明
し
淀
の
で
あ
ら
う

　
而
し
て
周
狐
以
十
寸
爲
尺
ご
云
っ
て
居
る
、
こ
の
猫
ご
云

　
ふ
語
は
や
、
乱
撃
の
驚
き
の
意
で
、
昔
は
十
…
進
法
で
な
か

　
つ
元
が
ε
云
ふ
程
の
戚
が
表
は
れ
て
る
る
Q
或
は
云
ふ
周

　
尺
八
寸
ビ
云
っ
た
の
は
、
翼
長
の
人
の
見
た
岡
尺
で
あ
っ

　
て
、
そ
れ
は
筆
立
の
一
地
方
の
尺
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

　
い
。
七
六
國
の
時
多
く
法
度
を
寝
る
ご
あ
る
の
が
確
か
な

　
こ
ご
で
あ
っ
て
恐
ら
く
恩
讐
時
代
の
問
に
周
尺
は
愈
其
餅

　
』
す
る
所
を
失
っ
た
の
で
あ
ら
う
、
呉
大
黒
氏
は
局
禮
の

　
鄭
註
を
見
て
劉
歓
嗣
尺
の
考
に
誤
ま
ら
れ
て
る
る
瓢
が
あ

　
る
ご
力
説
し
て
み
る
程
で
あ
る
か
ら
、
鄭
氏
の
註
必
し
も

　
信
ず
る
に
足
ら
ぬ
か
も
し
れ
澱
が
、
幸
に
呉
大
筆
氏
の
ご

　
ε
き
母
乳
的
に
零
点
の
古
器
物
よ
り
子
馬
尺
を
漣
し
、
こ

魯

　
れ
に
よ
っ
て
其
他
の
も
の
を
類
推
す
る
ε
い
ふ
こ
ご
に
よ

　
っ
て
幾
分
岡
尺
の
面
影
を
考
へ
る
こ
ご
が
出
島
る
、
何
れ

　
　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
、
尺
の
研
究

に
し
て
も
古
代
の
尺
は
指
や
手
で
あ
る
か
ら
、
除
程
文
化

が
…
進
ま
な
い
問
は
、
旦
暮
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
、
け
れ

ご
も
局
禮
王
一
制
に
入
尺
爲
歩
ご
あ
っ
て
、
其
他
こ
れ
に
類

す
る
文
書
が
多
い
故
に
．
い
ろ
く
多
く
の
尺
の
中
で
。

其
尤
も
暑
く
行
は
れ
た
急
熱
を
常
人
の
歩
幅
か
ら
還
源
し

更
℃
こ
れ
を
壁
羨
、
珠
圭
等
に
照
し
て
、
凡
そ
曲
尺
の
六

寸
四
分
位
の
も
の
ご
見
る
こ
ご
が
田
着
る
Q
實
験
考
鎭
圭

尺
は
そ
れ
で
、
徐
光
啓
の
農
政
全
書
に
は
六
寸
三
分
の
も

の
を
黒
髪
ざ
し
、
朝
鮮
李
朝
で
は
嵩
置
ピ
し
て
量
地
に
用

ひ
た
も
の
が
、
河
合
弘
民
氏
に
從
へ
ば
六
寸
六
分
で
あ
り

呉
氏
の
所
謂
劒
尺
は
六
寸
；
分
に
近
か
く
、
我
國
で
は
近

家
宿
禰
が
曲
六
寸
二
分
五
厘
の
周
尺
あ
る
を
記
し
、
椀
記

に
は
御
府
の
周
尺
六
寸
四
分
ご
記
さ
れ
て
あ
り
，
俗
間
菊

ざ
し
ど
総
へ
て
、
六
寸
三
分
乃
至
四
分
の
短
尺
を
用
ひ
る

ご
云
ふ
や
う
な
種
々
の
瓢
か
ら
、
私
は
ま
つ
綱
尺
を
曲
六

寸
四
分
の
も
の
ざ
し
て
お
く
、
而
し
て
こ
れ
を
尺
の
第
一

類
ε
す
る
。
但
し
こ
の
尺
が
周
の
制
の
定
尺
ご
は
断
言
し

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
五
セ
　
（
四
五
）



　
　
　
　
第
十
雀
　

研
究
　

尺
の
研
究

　
な
い
、
何
ビ
な
れ
ば
臭
氏
も
こ
の
外
に
多
く
の
踪
や
琿
に

　
よ
っ
て
曲
七
寸
二
分
の
律
照
尺
ご
云
ふ
の
を
導
き
別
に
劒

．
尺
の
寸
を
定
め
て
み
る
程
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

　
新
註
の
膀
謂
或
燕
巣
尺
八
寸
ご
云
ふ
語
を
、
周
尺
は
漢
時

　
の
尺
の
入
事
に
溜
る
ご
い
ふ
風
に
ご
る
な
ら
ば
漢
尺
は
後

　
令
嗣
池
ぶ
る
こ
ご
く
鑑
導
入
寸
に
近
い
故
に
避
難
は
凡
六
寸
品
馴

　
後
に
落
付
く
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
、
古

尺

、
周
代
に
は
尺
に
定
数
が
な
い
、
百
工
各
誌
分
の
手
ば
か

り
で
、
膚
分
の
栂
指
ご
中
指
の
幅
が
露
量
で
あ
っ
た
こ
す

る
ご
、
六
國
を
待
っ
て
後
必
し
も
攣
鋤
し
た
の
で
は
な
い

地
方
的
に
最
初
か
ら
差
が
あ
っ
た
ら
し
い
、
説
文
寸
部
に

も
引
い
て
あ
る
が
、
方
言
ご
云
ふ
本
に
、
尋
長
里
、
海
岱

大
野
之
間
日
尋
、
肖
閥
而
西
、
秦
嘆
傷
盆
之
聞
珍
物
二
塁

之
尋
、
嗣
官
之
法
度
廣
爲
尋
と
あ
っ
て
古
代
、
，
支
那
の
東

部
ビ
西
部
で
尋
ε
云
ふ
語
の
意
昧
が
ち
が
っ
て
み
た
こ
ざ

第
一
醗

鰹
山
ハ
　
　
（
四
　
山
ハ
〉

を
朋
に
し
て
み
る
、
か
や
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
．
周
室

の
嚢
ふ
る
や
延
応
の
間
に
、
制
度
の
働
る
、
に
至
っ
た
こ

ご
も
里
並
久
し
ご
見
ね
ば
な
ら
澱
。
し
て
見
る
ご
三
二
が

天
下
を
統
｝
す
る
に
至
る
泡
支
那
に
定
尺
が
無
か
っ
た
こ

言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
故
に
吏
記
始
皇
本
紀
に
二
十
六
年
一

法
度
当
石
丈
尺
、
車
同
軌
、
書
同
二
文
字
一
ご
記
し
元
の
で

あ
る
Q
こ
の
事
は
始
皇
も
非
常
に
得
意
こ
し
た
事
で
あ
っ

て
二
十
入
年
に
映
邪
壷
を
作
く
り
、
石
を
立
て
、
秦
徳
を

頚
し
た
が
其
交
に
曰
く

　
維
二
十
六
年
、
白
里
帝
作
始
端
…
李
一
法
虚
反
噸
掲
物
門
之
個
麗
．
…
以
明
入
事
（
中

　
略
）
器
械
圃
量
同
書
文
字
云
々
ミ

か
や
う
に
こ
の
頚
下
表
に
よ
っ
て
見
て
も
、
其
制
定
の
理

由
が
明
で
あ
る
、
支
那
の
文
化
は
こ
の
時
に
至
り
始
め
て

西
は
臨
挑
よ
り
東
は
海
に
至
る
聞
に
、
標
準
こ
す
べ
き
官

尺
を
必
要
こ
す
る
程
度
に
な
っ
た
の
で
、
経
濟
生
活
の
…
進

歩
飛
躍
ご
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
郎
ち
周
代
は
猶
封
建
で
支

那
全
土
の
経
距
生
活
こ
い
ふ
や
う
な
コ
ス
モ
ボ
ン
タ
ン
の



、
、

考
が
普
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
、
秦
の
郡
縣
制
摩
砕
を
確
立

し
得
る
氣
蓮
に
向
つ
た
程
の
勢
で
、
尺
度
の
如
き
愈
其
統

一
性
を
獲
擁
し
得
た
こ
見
ね
ば
な
ら
な
い
、
さ
れ
ば
こ
の

時
に
確
立
さ
れ
だ
尺
は
恐
ら
く
漢
代
に
も
用
ひ
ら
れ
て
永

く
後
世
の
標
準
こ
な
つ
元
こ
ご
は
、
皇
帝
ご
云
ふ
総
號
ご

か
交
字
同
書
ご
か
云
ふ
事
實
ご
同
樺
…
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

し
か
ら
ば
こ
の
秦
の
制
し
た
尺
は
い
か
や
か
ご
云
ふ
ご
、

其
二
十
六
年
遅
制
に
六
尺
爲
歩
ご
田
て
る
る
、
周
王
制
は

入
尺
裏
金
で
あ
る
か
ら
、
周
の
尺
よ
り
は
延
び
た
も
の
で

あ
る
、
こ
の
文
句
か
ら
見
る
ご
周
代
は
曲
六
寸
に
近
い
尺

の
鳳
至
が
歩
で
あ
っ
た
が
今
度
は
其
歩
を
六
尺
ご
見
る
の

で
あ
る
か
ら
、
曲
入
寸
に
近
い
尺
で
あ
っ
た
ビ
見
ね
ば
な

ら
滋
、
し
か
ら
ば
左
楼
な
古
尺
が
あ
っ
π
か
ご
尋
ね
る
ご
、

セ
ソ
ン
デ
ア
し
。
。
尋
子
鼠
憲
（
六
六
〇
頁
）
に
ス
タ
イ
ン
氏
が

長
城
の
西
の
墾
墨
の
中
か
ら
得
た
尺
も
虚
器
郎
曲
七
寸
五

分
四
厘
籐
で
あ
っ
て
曲
尺
入
寸
に
近
い
尺
で
あ
る
、
こ
れ

が
秦
漢
時
代
の
も
の
で
あ
る
事
は
多
言
を
要
し
な
い
の
で

　
　
　
第
十
巻
　
研
究
　
尺
の
研
究

あ
る
が
、
か
の
鄭
玄
の
註
の
周
立
入
寸
ご
云
ふ
の
も
、
こ

の
二
寸
長
い
尺
に
比
較
し
て
云
っ
た
の
で
あ
ら
う
ε
思
は

れ
る
が
、
さ
き
に
蓮
べ
た
滞
…
り
、
喰
代
定
尺
が
な
い
故
に
．

六
野
の
頃
既
に
か
や
う
な
二
寸
の
び
た
尺
が
あ
っ
た
こ
見

ら
れ
ぬ
こ
ご
は
な
い
、
何
故
二
寸
の
び
た
か
は
後
章
別
に

説
明
す
る
が
、
も
し
左
様
で
あ
っ
た
ご
す
れ
ば
、
周
末
既

に
こ
の
種
の
尺
が
あ
っ
た
の
を
、
秦
始
皐
が
取
っ
て
以
て

官
尺
ご
し
た
の
で
あ
る
、
或
は
網
代
の
秦
が
常
用
し
て
み

た
尺
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
天
下
に
頒
布
し
た
の
で
あ
る
こ

も
考
へ
ら
れ
る
、
す
る
ビ
こ
の
こ
寸
の
び
た
尺
も
亦
周
尺

の
一
種
で
あ
る
、
故
に
階
夢
心
歴
志
に
は
、
周
尺
ご
云
ふ

題
の
下
に
、
こ
の
延
び
た
曲
八
寸
の
尺
を
論
じ
て
み
る
。

郎
周
尺
ご
は
、
漢
志
王
現
時
劉
歌
の
つ
く
っ
た
銅
三
尺
、

後
漢
建
武
銅
尺
、
晋
泰
二
十
年
に
筍
筋
が
つ
く
っ
た
晋
前

尺
、
魁
仲
の
馬
蝉
の
銅
尺
の
四
種
で
あ
る
ε
し
、
こ
の
中
筍

筋
が
尺
は
律
呂
に
合
ふ
や
う
な
古
顔
を
得
ん
が
た
あ
に
姑

洗
玉
壷
、
小
呂
玉
壷
、
西
京
銅
劇
臭
，
金
鋸
望
巣
、
銅
古

　
　
　
　
　
　
　
第
”
一
流
　
　
　
掴
七
　
　
（
四
七
）

臨



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
究

鑓
．
及
建
武
銅
尺
の
七
古
物
を
基
こ
し
て
還
元
し
た
も
の

こ
な
っ
て
み
る
、
し
て
見
る
ご
事
實
こ
れ
は
嗣
尺
で
な
く

て
漢
尺
で
あ
る
、
そ
れ
を
長
皆
無
忌
は
嗣
尺
ご
見
た
の
で

あ
る
。
か
や
う
な
尺
の
俵
物
は
今
日
も
残
存
し
て
み
る
の

で
呉
大
型
氏
は
實
験
考
に
、
漢
慮
万
岳
尺
建
初
六
年
入
月

十
五
日
造
「
曲
七
寸
七
分
五
厘
）
及
近
年
山
沢
鐵
土
の
王
葬

銅
尺
、
其
背
面
に
始
建
國
元
年
正
月
癸
酉
三
冠
制
ご
銘
さ

れ
た
も
の
二
種
を
の
せ
て
み
る
、
こ
れ
を
其
の
形
式
銅
器

等
よ
り
誤
な
き
翌
翌
　
の
尺
ご
す
る
ご
其
長
は
實
に
曲
尺
の

入
念
三
分
に
當
ゐ
Q
し
て
見
る
ご
秦
漢
の
古
尺
は
愈
こ
の

曲
八
寸
に
近
い
も
の
こ
見
ね
ば
な
ら
訟
．
こ
の
尺
こ
そ
實

．
に
秦
代
制
定
の
古
尺
で
あ
っ
て
、
後
世
永
く
支
那
尺
の
基

礎
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
故
に
私
は
之
を
第
、
二
類
の
尺

ご
す
る
こ
の
尺
は
我
國
に
も
傳
は
つ
て
み
て
俗
に
文
ぎ
ご

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
園
八
　
　
（
四
八
）

点
す
る
も
の
で
、
足
袋
の
長
さ
を
は
か
る
に
用
ひ
ら
れ
て

る
る
．
患
ふ
に
網
代
王
藩
尺
の
ご
ご
き
法
定
の
標
準
尺
が

出
金
た
の
ち
其
目
盛
が
定
ま
り
、
然
る
後
北
方
の
拒
黍
を

以
て
一
分
こ
す
る
こ
い
ふ
や
う
に
な
つ
だ
の
で
あ
ら
う
、

そ
れ
は
恰
も
】
七
九
九
年
メ
ー
ト
ル
を
地
球
大
圏
の
一
象

限
の
一
千
萬
分
一
ご
一
L
足
め
て
然
る
後
、
原
…
器
を
つ
く
っ
た

ご
こ
ろ
後
日
其
測
量
が
誤
っ
て
み
た
事
を
登
嘉
し
て
後
に

今
度
は
致
・
方
な
く
其
原
器
を
以
て
標
準
ご
す
る
に
至
っ
た
，

ご
同
じ
で
あ
り
、
更
に
稀
元
素
の
有
す
る
光
の
波
長
の
数

で
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
を
計
下
す
る
ご
い
ふ
の
こ
同
機
で
あ

る
、
し
か
し
欝
時
は
今
日
の
メ
ー
ト
ル
の
原
器
の
如
き
も

の
が
な
い
か
ら
、
自
か
ら
長
短
各
種
の
尺
ご
な
つ
だ
こ
ご

は
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
、
ま
つ
尊
書
に
載
っ
て
み
る
こ

の
類
の
尺
を
見
る
ご
、

晋
牛
虻
…
・
：
…
・
：
・
：
・
：
・
：
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
一
：
∴
尺
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
（
曲
、
八
寸
×
好
古
日
録
）

舐
鼠
牛
虻
玉
尺
　
　
　
梁
法
尺
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚
賀
比
誠
日
前
論
　
　
　
　
　
一
尺
n
O
O
O
七
鰹
尾
　
　
　
　
　
－
　
（
曲
、
八
・
寸
○
〇
五
六
）

梁
　
　
　
表
　
　
　
尺
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ロ
八
〇
二
分
二
縫
一
毛
有
去
円
　
　
（
曲
、
八
・
寸
一
七
六
八
）

、



ド
え
糞
、

斗

　
漢
　
　
官
　
　
尺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
實
比
晋
蘭
尺

　
趙
劉
曜
潭
儀
尺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
實
比
晋
蘭
尺

　
杜
三
尺
所
用
調
律
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
實
比
晋
前
尺

　
晋
後
尺
　
　
　
實
比
晋
前
尺

漸
次
延
び
て
く
る
、
五
分
以
上
に
な
れ
ば
類
を
異
に
す
る

ビ
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
ま
つ
以
上
は
其
類
を
等
し
く

せ
る
も
の
で
、
我
國
に
も
此
種
の
尺
は
支
那
よ
り
渡
期
せ
る

も
の
甚
だ
多
い
、
狩
谷
落
懸
の
計
…
算
に
從
へ
ば
左
の
如
し

叡
山
尺
（
由
門
僧
恵
定
於
蜜
乗
院
宣
…
）

高
野
山
尺
（
喪
永
九
年
俗
久
笠
欝
）

　
　
東
寺
金
蓮
院
尺

　
　
棋
　
尾
　
尺

　
　
泉
涌
寺
尺

・
　
大
安
寺
尺

　
　
法
濤
蕎
尺

　
　
生
駒
長
福
寺

大
師
所
用

東
寺
一
二

俊
落
國
一
将
來

康
永
ご
年
九
月
十
四
日
曲
、

南
都
瓦
屋
町
法
悪
書
律
尺
曲
、

延
簑
七
年
暴
動
　
　
　
曲
、 曲

、
七
寸
六
分
謡

曲
、
七
寸
九
分
謡

曲
、
八
寸
一
分

曲
、
八
寸
二
分

曲
、
八
寸
二
分

　
　
八
寸
二
分
牛

　
　
八
寸
三
分

　
八
寸
四
分

こ
れ
ら
は
す
べ
て
（
十
）
（
一
）
四
分
の
間
に
出
入
す
る
も
の

で
、
其
基
く
ご
こ
ろ
は
曲
入
寸
を
一
尺
ご
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
魔

　
　
馴
n
八
〇
三
分
〇
七
毛
　
　
　
　
　
（
曲
、
八
寸
二
四
五
六
）

　
　
輔
尺
〇
五
分
　
　
　
　
　
　
　
（
曲
、
八
寸
匹
分
）

　
　
一
尺
〇
四
分
〇
七
毛
　
．
　
　
　
（
曲
、
八
寸
三
七
六
）

　
　
一
n
八
〇
六
分
二
驚
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曲
、
八
寸
四
九
六
）

つ
て
階
書
の
周
尺
ご
志
す
る
も
の
、
類
で
あ
る
、
目
本
で

は
こ
れ
を
早
春
ご
聡
し
繹
家
の
律
戒
に
供
し
た
も
の
で
、

弘
法
大
師
其
他
の
渡
唐
の
佛
激
家
の
持
ち
か
へ
っ
た
も
の

で
あ
る
、
從
っ
て
こ
の
尺
は
鴬
野
に
も
現
存
し
て
み
た
の

で
あ
る
、
そ
こ
で
唐
代
の
制
度
を
見
る
ご
、
物
租
彼
の
如

き
は
一
代
古
制
を
失
は
す
し
て
從
前
相
承
、
六
尺
爲
歩
ご

云
っ
て
み
る
が
、
尺
は
實
は
後
章
・
詳
述
す
る
こ
ご
く
漢
以

後
三
國
晋
を
へ
て
五
胡
戦
記
の
間
に
非
常
に
鋤
れ
て
、
何

れ
か
ご
云
へ
ば
大
い
に
延
び
だ
の
で
あ
る
評
で
晴
の
開
皇

十
年
に
は
萬
矯
激
な
る
も
の
が
、
律
呂
水
尺
を
作
く
っ
て

尺
の
復
興
を
試
み
た
が
、
つ
い
で
暢
帝
の
大
業
中
に
梁
表

尺
を
得
て
、
議
す
る
に
古
に
合
す
る
を
以
て
、
乃
ち
之
を

用
ひ
て
、
律
を
調
へ
し
め
、
更
に
一
歩
を
す
、
め
て
秦
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
魏
　
　
　
四
九
　
　
（
四
九
）
　
　
　
　
，

寧



　
　
　
　
錐
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
篠
寵

　
を
眞
似
て
大
業
三
年
溺
月
壬
懸
隔
蝿
加
算
、
改
度
量
衡
並

　
依
古
式
ご
あ
る
．
西
郡
縣
の
鋼
を
建
て
茂
観
劇
を
古
式
に

か
へ
さ
ん
こ
ご
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
鳴
瀬
は
後
魏

　
の
頃
か
ら
既
に
長
く
延
び
た
尺
を
用
ひ
て
み
る
の
で
｝
片

，
の
法
意
で
直
ち
に
七
塚
さ
す
こ
ご
は
出
、
來
な
か
っ
た
、
っ

　
い
で
脩
亡
び
麿
之
に
代
る
や
、
天
下
大
に
李
に
な
っ
た
の

　
で
、
尺
の
如
き
階
の
画
策
に
從
ひ
笠
懸
を
復
さ
ん
ご
し
た

け
れ
ざ
も
到
底
實
駕
し
が
た
い
の
で
、
こ
の
古
画
を
復
す

る
ご
同
時
に
一
般
使
用
の
延
び
た
尺
を
、
制
度
上
に
認
め

て
、
大
小
の
二
種
を
基
本
に
立
て
た
の
で
あ
る
、
尺
の
標

準
に
こ
種
あ
る
こ
い
ふ
の
は
、
全
く
か
、
る
事
情
の
結
果

　
で
あ
る
、
山
ハ
皿
ハ
に

　
　
態
度
以
北
方
極
冠
中
者
一
黎
之
幡
豆
分
、
十
分
爲
寸
、
十
寸
爲

　
　
尺
、
一
尺
二
寸
爲
大
天
，
十
尺
爲
丈

ε
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
薙
黍
の
廣
さ
か
ら
尺
を
起
せ
ば
漢

代
ご
同
じ
く
入
寸
の
尺
に
な
る
、
師
大
業
中
復
古
を
は
か

っ
た
尺
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
｝
般
に
薦
ゆ
る
こ
ご
は
困
難

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
搬
　
　
　
五
〇
　
　
（
五
〇
）

で
あ
っ
た
か
ら
、
調
鐘
律
、
重
三
鍛
、
走
湯
蘂
、
及
冠
冤

之
制
書
様
之
ご
完
め
、
部
短
い
方
は
科
學
的
の
實
三
又
は

冠
の
寸
法
に
馬
ひ
、
内
外
官
司
懸
大
者
ご
あ
っ
て
延
び
た

方
を
縫
常
の
用
に
供
し
た
の
で
あ
る
、
故
に
我
國
で
も
律

尺
は
律
露
出
は
足
袋
の
寸
法
に
の
み
用
ひ
把
の
で
あ
る
。

で
唐
心
の
丈
尺
を
今
H
に
還
卜
す
る
に
は
．
食
貨
志
の
鼠

徳
四
年
錆
閥
元
遮
続
行
八
分
ご
あ
る
に
よ
っ
て
、
こ
の
八

分
を
大
尺
の
八
分
ご
見
て
完
全
な
開
元
銭
に
よ
っ
て
小
尺

を
立
て
、
又
は
大
尺
を
立
て
る
こ
ピ
に
な
っ
て
み
る
。
呉

氏
は
か
く
の
如
き
方
法
で
開
元
尺
を
つ
く
り
之
を
圖
示
し

た
．
今
度
自
分
は
北
京
午
門
内
．
歴
史
博
物
館
内
に
て
呉

氏
に
從
へ
る
古
尺
の
摸
・
型
を
見
た
が
其
．
長
實
に
曲
入
寸
で

あ
る
、
之
が
唐
の
小
尺
で
我
幽
の
文
ぎ
の
標
準
で
あ
る
。

第
三
、
九
寸
の
尺
（
琵
吉
尺
）

　
さ
き
に
皮
の
即
言
に
蓮
べ
た
逓
り
黄
鐘
の
長
九
寸
、
そ

れ
が
度
の
起
源
で
あ
る
か
ら
、
現
存
せ
る
玉
澤
確
に
其
九



分
一
を
加
へ
て
一
尺
の
古
西
を
還
漏
し
う
る
ご
同
時
に
蓮

に
一
尺
の
古
尺
が
あ
れ
ば
十
分
】
を
減
じ
て
黄
鐘
九
寸
の

長
ざ
を
定
め
得
る
、
或
は
周
尺
八
寸
ご
き
一
蓋
に
周
尺
に

一
寸
を
加
へ
九
寸
の
尺
を
つ
く
り
う
る
，
か
や
う
の
試
み

は
歴
代
の
學
者
、
劉
歓
を
は
じ
め
臭
大
賀
氏
な
ざ
に
至
る

ま
で
行
ふ
た
所
で
あ
る
が
古
尺
を
今
日
の
曲
尺
ご
同
じ
長

で
、
曲
八
寸
ご
護

み
得
だ
時
代
・
（
恐

ら
く
漢
以
後
に
於

て
）
其
一
尺
で
古

尺
よ
り
は
一
寸
の
び
た
も
の
、
帥
ぢ
曲
九
寸
の
一
尺
が
古

書
の
攣
形
こ
し
て
顯
は
れ
た
ご
見
ら
れ
尉
。
或
は
漢
以
前

に
か
〉
る
尺
を
用
ひ
た
地
方
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
訟
が
、

苗
代
の
學
者
に
は
黄
鐘
九
寸
こ
い
ふ
こ
ご
が
伝
話
の
方
か

ら
も
非
常
に
重
大
視
さ
れ
て
る
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

九
寸
の
一
種
の
管
尺
と
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
、
い
、
そ
れ
を
後
に
尺
が
長
ぐ
な
る
ご
、
文
其
尺
に

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
」
　
尺
の
研
究
．

つ
れ
た
九
寸
の
尺
こ
い
ふ
も
の
が
出
來
た
ら
し
い
α
さ
き

に
住
吉
尺
の
こ
ご
を
の
べ
た
が
、
こ
の
尺
は
住
吉
紳
肚
の

藏
で
其
長
さ
五
四
四
粍
、
曲
、
一
尺
七
寸
九
分
七
厘
で
度

盛
は
圖
の
如
く
十
入
に
切
っ
て
あ
っ
て
、
一
匠
劃
は
曲
一

寸
に
相
黙
し
、
先
端
の
一
二
甚
が
少
し
く
短
か
い
た
め
に

全
長
は
命
数
に
な
ら
漁
け
れ
こ
も
垂
直
寸
の
尺
で
あ
る
こ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
ご
は
疑
が
な
い
、

恐
ら
く
こ
れ
は
九

寸
の
二
尺
ざ
し
で

あ
ら
う
、
木
製
に

し
て
方
一
寸
，
形
状
古
雅
誠
に
珍
ビ
す
べ
き
古
書
で
あ
る

が
、
か
や
う
の
尺
に
類
す
る
も
の
が
，
今
日
他
に
多
く
存

在
す
を
、
そ
の
一
例
は
内
藤
漱
授
所
藏
の
朝
鮮
の
一
種
の

小
耳
で
曲
尺
九
寸
一
分
五
厘
の
が
あ
り
今
夏
。
自
分
が
朝

鮮
京
城
博
物
館
を
訪
ね
た
時
に
、
藤
田
忠
士
か
ら
孔
子
の

．
心
奥
に
用
ふ
る
、
禮
器
尺
こ
て
青
銅
製
で
幅
一
寸
二
分
の

板
金
様
の
も
の
を
示
め
さ
れ
た
が
、
之
を
見
る
ご
、
澄
器

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
五
】
　
（
五
一
）



　
　
第
十
巻
　
　
研
究
　
　
尺
の
研
究

尺
長
入
寸
九
分
、
厚
五
分
ご
刻
し
由
、
實
長
二
四
・
七
糎
厚

一
・
四
一
五
糎
あ
っ
て
、
三
盛
が
な
い
、
然
し
こ
の
全
禮

を
入
寸
九
分
と
し
て
見
る
ご
其
の
一
寸
は
二
・
七
七
五
糎

ε
な
る
か
ら
、
其
扁
尺
は
二
・
七
。
七
五
糎
曲
尺
九
寸
；
分

　
察
罐
銅
一
尺

　
律
　
呂
　
水
　
尺

　
後
　
周
　
玉
　
尺

　
宋
　
　
氏
　
　
尺

　
梁
　
俗
　
間
　
尺

こ
の
最
後
の
下
方
間
尺
は
木
尺
入
寸
に
一
寸
を
加
へ
た
も

の
で
、
實
に
こ
の
九
寸
尺
の
逸
玉
を
警
め
す
好
實
例
で
あ

り
、
同
時
に
一
地
方
俗
間
に
用
ひ
た
謹
左
こ
な
る
。
か
や

う
に
唐
の
欝
欝
ご
大
尺
こ
の
中
間
に
、
一
種
の
九
寸
尺
を

認
め
る
こ
ご
は
、
豊
津
に
設
長
し
た
こ
考
ふ
る
よ
り
も
、

相
討
の
根
部
が
あ
る
ご
信
ず
る
。

　
　
第
四
、
唐
　
大
　
尺

後
　
魏
　
繭
　
尺

　
　
　
　
　
　
第
輔
號
　
　
五
二
　
　
（
五
二
）

徐
の
一
尺
ご
な
る
㌦
蓋
し
こ
の
禮
器
尺
な
る
も
の
も
亦
九

寸
の
尺
の
類
に
入
る
べ
き
で
、
猶
外
に
類
例
こ
す
べ
き
も

の
は
律
緑
野
の

比
晋
蘭
書
一
尺
一
寸
五
分
八
遜

比
晋
前
置
一
ロ
八
一
寸
八
分
六
縫

比
豆
偏
尺
一
尺
扁
寸
五
分
八
鐙

比
皿
豆
剛
尺
に
n
八
〇
六
分
四
一
浬

比
晋
品
書
一
尺
一
寸

實
品
書
前
尺
一
尺
二
寸
〇
七
厘

（
曲
、
九
寸
二
六
四
）

（
曲
、
九
寸
四
分
八
楚
）

（
曲
、
九
・
寸
二
六
冊
隅
）

（
曲
、
八
寸
五
分
一
厘
二
毛
）

（
曲
，
　
八
寸
八
分
）

　
唐
は
二
審
を
還
元
し
て
小
櫛
こ
し
た
が
、
日
用
に
は
用

ひ
な
い
で
、
其
十
二
寸
を
ご
つ
て
大
尺
こ
し
淀
、
こ
れ
が

師
今
日
の
曲
尺
で
あ
る
、
こ
の
尺
の
出
現
は
、
實
に
唐
代

に
入
っ
て
か
ら
の
事
で
な
い
、
秦
漢
以
後
、
紫
茸
よ
り
も

更
に
長
い
尺
に
な
っ
た
の
は
三
國
以
後
陪
迄
の
大
鋤
の
際

の
こ
ε
で
あ
る
、
私
は
こ
の
尺
を
第
四
類
ご
し
て
其
例
を

あ
げ
て
み
る
、
晴
霊
圓
律
歴
志
に
左
の
如
く
出
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
、
0
。
九
六
五
山
ハ



，

後開後同門
　皇
八白二

野晶拶中
　戴
尺尺尺尺尺

實
比
晋
前
尺
一
尺
二
寸
一
分
二
厘

實
比
最
前
尺
一
尺
二
寸
八
分
↓
厘

實
比
晋
前
議
一
尺
二
寸
八
分
一
厘

宮
比
最
前
尺
一
尺
二
寸

實
比
晋
繭
尺
一
尺
二
寸

か
う
い
ふ
風
に
晋
前
轍
よ
り
も
凡
二
寸
の
延
び
に
な
つ
淀

も
の
が
陪
…
以
前
に
現
は
れ
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
三
國
以

後
の
天
下
大
観
の
間
に
生
じ
た
現
象
で
、
魏
書
食
貨
志
に

晋
末
天
下
大
身
生
民
遁
誰
、
或
死
於
干
戊
．
或
発
於
飢
健

其
事
而
自
存
者
蓋
十
五
焉
ビ
あ
る
通
り
で
、
當
凶
漢
民
の

数
孚
減
す
る
の
有
様
で
、
魁
會
制
度
全
く
鍵
化
の
時
期
で

あ
っ
た
、
故
に
尺
の
如
き
全
く
古
制
を
失
ひ
、
塞
外
の
民

の
纂
録
に
移
住
す
る
も
の
甚
だ
多
く
．
虜
か
ら
尺
度
に
混

観
を
生
じ
だ
の
で
あ
ら
う
、
勿
論
中
張
の
正
統
で
あ
る
ご

自
認
す
る
晋
や
梁
の
如
き
南
朝
の
尺
は
、
秦
漢
亜
門
の
古

制
を
失
は
な
か
つ
だ
の
は
、
さ
き
の
館
下
尺
、
馳
燈
下
尺
が

古
尺
に
近
い
に
よ
っ
て
も
謹
せ
ら
る
、
迄
で
あ
る
が
、
後

　
　
　
第
十
巻
　
　
　
研
　
究
　
　
　
尺
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繍

曲曲曲曲曲｝　　）　　i　　i　　l

oo一一〇
九九〇〇九
ノ、 ノ、＿Wh！、
　　四四九
　　八八六

魏
乃
ち
虚
抜
氏
に
至
っ
て
は
、
傳
統
を
重
ん
ず
る
こ
ご
、

し
南
朝
の
如
く
で
な
い
、
故
に
自
か
ら
昏
睡
延
長
の
尺
を
用

ひ
た
の
で
、
し
か
も
其
の
櫨
っ
て
守
る
玉
髄
か
な
ら
ざ
り

し
に
よ
り
前
、
中
、
後
、
各
其
の
長
さ
を
異
に
す
る
ご
い
ふ

風
で
あ
っ
た
、
思
ふ
に
こ
の
外
夷
が
中
國
よ
）
も
長
大
な

尺
を
用
ふ
る
こ
い
ふ
事
は
由
來
が
古
い
、
漢
書
旬
奴
傳
に

も
、
漢
詰
軍
蘭
書
縢
善
言
一
寸
僻
日
乾
汽
艇
問
勾
奴
大
軍

子
笹
々
ご
あ
っ
淀
の
に
輩
子
か
ら
漢
へ
の
返
書
は
「
書
以

尺
二
寸
蹟
撫
養
封
皆
命
廣
大
」
ご
あ
り
降
人
篤
行
説
の
入

知
恵
だ
こ
記
し
て
み
る
が
そ
れ
は
こ
も
か
く
、
こ
の
事
は

漢
代
か
ら
既
に
塞
外
の
民
が
長
い
尺
を
好
ん
で
用
ひ
ん
こ

し
た
傾
を
示
め
す
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
晴
が
天
下
を
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
輝
　
五
三
　
　
へ
五
三
）



　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
尺
り
鰹
究

す
る
や
前
後
二
回
も
復
古
を
は
か
っ
た
け
れ
ご
も
一
旦
．
長

く
な
っ
た
尺
は
到
底
警
に
復
す
る
こ
ご
か
た
・
＼
殊
に
古

尺
に
慣
れ
し
漢
民
の
数
が
北
方
で
は
宇
減
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
途
に
唐
代
に
入
っ
て
官
私
何
れ
も
大
尺
を
用
ふ
る

に
至
つ
え
の
で
あ
る
、
し
か
し
唐
代
文
化
の
確
立
ご
共
に

こ
の
尺
は
途
に
支
那
の
定
尺
ε
な
っ
て
、
爾
來
一
千
年
今

日
に
至
っ
て
猶
こ
の
尺
は
大
な
る
墾
化
を
う
け
て
み
な
い

の
で
あ
る
、
今
こ
の
曲
尺
の
類
を
我
國
に
求
む
れ
ば
左
の

如
く
多
数
に
あ
る
、
第
「
に
正
倉
院
の
御
物
の
尺
に
つ
い

て
東
京
帝
國
大
徳
紀
要
大
内
裏
考
に
閣
野
博
士
が
引
用
さ
れ

た
も
の
を
列
暴
し
て
み
る

響牙牙犀木旧名
揆　　 一

面尺尺尺尺ノ沸

ooo　ooo’’ @’’”長
妻難鰍璽

　
調
査
入
名

大
澤
溝
距

蜷
川
式
胤

蜷
川
式
胤
　
明
治
八
年
調
査

同
　
　
　
同

質
　
　
　
岡

嗣
　
　
　
海

法　 葺；」　∫費，　野導線
．
牙
擾
烏
瓜

陶紅
牙
叢
寸
尺

同同妻司同岡三三二

　　　　三尺尺　 尺

○○○OOOO一〇〇〇〇一の　　ぴ　　サ　　じ　　つ　　ひ　　き　　ら　　も　　セ　　む　　セ　　レ

九九九九九九九〇九九プし九〇整
九七九七七七七『八七八七一號
の三九三こ三九六合〇六〇三三三
　五九五五　　　　　　　　　ヂ

陶醐諜曙嗣嗣御三｝溝
　　　　美　郎　　　　　盆
　　　　明一丁罰同liij仁君岡響
　　　　治　 治

　　　　三　　1五
　　　　十　 年

　　　　七
　　　　年

○
．
九
八
三
三
溝
口
三
次
郎
明
治
三
十
八
年

○
，
九
七
七
　
　
二
野
貞
　
尉

こ
の
外
こ
の
尺
の
類
例
は

　
法
隆
寺
紅
三
尺
○
、
九
八
鰯
　
　
狩
谷
搬
・
暦

　
懸
日
寺
瑠
璃
尺
○
、
九
八
期
○
　
瞬



念
佛
尺

熊
野
神
庫
尺

享
保
尺

三
四
郎
沢

折
衷
八

○
、
九
九
四

一
、
○
〇
二
二

一
、
○
〇
二
二

〇
、
九
九
七
九

唱
、
○
○
〇
一

往
　
　
定

農
商
務
省

嗣

明
治
四
十
三
年

同同

こ
れ
を
支
那
の
類
例
に
見
る
ご

　
銅
需
唐
八
　
○
、
九
九
四
（
三
〇
二
、
五
粍
）
京
大
考
古
墨
教
室
藏

　
同
右
三
八
　
一
、
〇
四
　
（
三
一
五
、
五
粍
）
　
同

更
ら
に
最
上
徳
内
の
度
量
衡
統
一
に
は

　
庸
…
常
用
沢
　
　
○
。
九
七
　
　
　
明
量
地
沢
　
　
○
、
九
九
強

　
宋
布
団
尺
”
　
一
、
○
○
　
　
　
明
管
造
沢
　
　
○
、
九
七
強

　
明
裁
衣
蹴
八
　
　
蝋
、
〇
三
　
　
　
清
最
地
尺
　
．
噛
、
○
八

ご
あ
り
、
又
實
験
考
の
工
郡
昔
造
尺
は
曲
一
尺
一
分
e
あ

る
。
以
上
、
正
倉
院
の
牙
尺
以
下
螢
造
尺
に
至
る
ま
で
す

べ
て
、
一
尺
ざ
し
で
（
十
）
（
↓
）
三
分
以
下
の
差
蓮
で
あ
る

か
ら
之
を
同
類
ご
見
る
。
勿
論
今
目
支
那
の
民
閥
で
は
こ

の
法
定
の
尺
が
一
般
に
正
し
く
導
奉
さ
れ
て
は
み
な
い
様

で
あ
っ
て
、
奉
天
、
北
京
、
天
津
上
海
各
地
に
て
各
店
舗

　
　
　
第
十
巻
‘
　
研
　
炎
　
　
尺
の
研
究

の
尺
が
一
々
ち
が
っ
て
み
る
ご
き
く
の
で
あ
る
が
、
阻
治

三
十
六
年
二
月
山
田
工
學
博
士
が
四
川
成
都
に
て
得
ら
れ

た
竹
野
四
種
及
慮
分
が
今
度
渡
支
の
際
南
北
餐
地
で
得
た

尺
が
我
地
理
、
三
遷
室
に
十
…
本
あ
る
、
こ
れ
ら
は
左
の
如

き
も
の
で
腿
．
々
こ
し
て
一
定
し
な
い
が
い
つ
れ
も
裁
尺
置

い
ふ
て
る
て
曲
尺
よ
り
は
一
寸
以
上
延
び
て
み
る
も
の
が

多
い
Q

　
最
短
　
　
　
曲
、
一
尺
〇
五
〇
　
　
三
一
八
粍
　
　
　
凶
本

　
第
二
　
　
　
同
一
、
一
〇
〇
　
　
　
三
三
三
糎
　
　
　
三
本

　
第
三
　
　
　
　
一
、
＝
二
ゐ
　
　
　
三
巴
三
粍
　
　
　
二
本

　
第
四
　
　
　
　
↓
、
一
六
〇
　
　
　
三
五
〇
粍
　
　
　
五
本

族
法
大
．
連
の
鯨
尺
も
曲
事
尺
一
五
二
五
及
曲
一
・
尺
一
四

な
ご
、
各
地
匪
々
で
あ
ろ
、
。

　
か
や
う
の
風
で
零
雨
寸
が
の
び
る
が
、
こ
れ
は
標
準
尺

を
甲
よ
り
乙
へ
、
乙
よ
り
丙
へ
こ
寓
し
ご
る
問
に
心
理
學

的
に
自
か
ら
説
長
し
た
も
の
ら
し
い
が
、
或
る
尺
に
よ
っ

て
は
避
蓬
の
地
に
ゆ
く
秤
寸
延
が
は
げ
し
い
。
ざ
に
か
く

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
流
五
　
　
（
飯
五
）



　
　
　
第
十
岱
　
研
究
　
尺
の
研
究

支
那
尺
は
以
上
の
類
例
の
示
め
す
が
如
く
唐
代
に
入
っ
て

定
ま
る
所
を
得
た
こ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
民
間
或
は
設

長
の
尺
を
用
ふ
ご
錐
も
、
蟹
行
の
も
の
は
元
宋
明
清
を
難

じ
て
動
か
す
、
聖
経
に
て
は
唐
大
尺
に
準
援
し
て
王
朝
以

來
・
墾
化
が
な
い
、
中
頃
李
安
末
か
ら
戦
國
へ
か
け
て
高
鷲

説
養
し
て
長
短
一
な
ら
ざ
り
し
に
よ
う
、
徳
川
幕
府
に
て

は
將
軍
吉
宗
黒
く
之
を
書
籍
に
尋
ね
．
古
今
尺
度
の
由
來

を
考
へ
、
紀
伊
國
熊
野
紳
庫
の
雲
上
を
模
し
享
保
尺
を
原

尺
ご
定
め
た
が
、
こ
の
原
器
は
後
紅
葉
山
流
庫
に
於
て
、

火
災
に
か
、
り
て
今
亡
し
ご
錐
も
、
其
後
民
間
に
散
布
の

も
の
は
す
べ
て
之
を
一
こ
し
た
。
爾
來
長
い
間
に
長
短
等

差
な
き
能
は
ざ
り
し
が
、
伊
能
忠
敬
の
測
量
に
從
事
す
る

や
、
又
四
郎
尺
ご
享
保
尺
ご
に
よ
り
て
、
新
に
折
衷
尺
を

つ
く
っ
た
、
其
後
明
治
五
年
岩
倉
大
使
洋
行
に
際
し
メ
ー

ト
ル
法
を
傳
ヘ
ヤ
こ
れ
に
よ
り
て
臼
本
地
の
長
さ
を
槍
定

し
た
塵
三
〇
三
・
二
五
粍
よ
り
三
〇
三
・
三
⊥
ハ
粍
の
問
に
出

入
す
る
を
知
わ
、
伊
能
の
折
衷
尺
が
三
〇
二
・
九
七
粍
な

　
　
　
　
　
　
　
、
欝
乙
號
　
　
　
　
五
六
　
　
（
五
六
）

る
に
よ
り
改
め
て
我
一
尺
を
三
〇
三
世
ε
｛
疋
め
た
が
同
十

M
年
に
は
メ
ー
ト
ル
原
器
を
購
入
し
、
始
め
て
我
國
の
度

制
が
確
か
な
根
壕
を
得
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
（
日
本
度
量
衡

志
稿
）
、
鞭
っ
て
こ
の
現
行
尺
は
少
し
く
聖
戦
現
行
の
螢
造

尺
よ
り
も
短
か
く
な
っ
た
も
の
で
、
制
定
當
時
弊
國
の
尺

の
九
寸
四
分
入
厘
七
毛
六
六
六
ご
槍
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
し
て
見
る
ご
多
少
の
覆
入
は
あ
る
こ
し
て
も
其
基
く

所
は
依
然
こ
し
て
理
博
來
承
傳
の
僖
を
失
は
ざ
る
も
の
こ

云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

第
五
、
長

尺

◎

　
以
上
で
日
本
、
支
那
の
尺
の
獲
遷
は
大
略
明
に
な
っ
た

が
、
暴
力
外
に
我
輩
に
將
來
さ
れ
、
俗
間
用
ひ
ら
る
、
尺

に
、
高
麗
尺
曲
一
尺
二
寸
．
臭
服
尺
曲
一
尺
二
寸
五
分
が

あ
り
、
正
倉
院
の
御
物
の
中
に
木
尺
一
尺
五
寸
こ
い
ふ
の

が
あ
る
、
關
野
博
士
の
報
告
に
よ
れ
ば
一
尺
五
寸
の
尺
に

一
尺
の
問
を
量
る
度
が
盛
ら
れ
た
尺
が
あ
る
こ
の
事
で
あ



る
が
、
こ
れ
も
今
夏
朝
鮮
博
物
館
で
親
し
く
同
博
士
の
激

を
受
け
た
際
に
、
朝
鮮
に
曲
…
尺
入
寸
又
は
一
尺
七
寸
に

當
る
大
尺
（
青
貝
螺
釧
塗
木
尺
）
或
は
正
倉
院
模
機
竹
尺

（
曲
尺
｝
尺
七
寸
）
の
大
尺
あ
る
こ
ご
を
知
っ
た
、
縛
じ
て

満
洲
を
調
…
べ
る
ご
思
掛
大
連
に
は
大
尺
ご
て
曲
嚇
尺
・
ハ
入

監
、
又
は
一
尺
六
入
入
、
鐵
嶺
で
は
曲
二
尺
〇
四
二
、
新

民
府
で
二
尺
一
入
五
こ
い
ふ
や
う
な
大
尺
の
あ
る
こ
ご
を

知
つ
だ
の
で
あ
る
．
こ
れ
で
見
る
ご
満
洲
邊
の
大
尺
は
避

阪
の
地
ほ
ご
寸
の
延
び
方
が
甚
だ
し
い
。
今
之
を
閣
束
廉

要
覧
か
ら
引
用
す
る
ご
左
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
満
洲
の
大
尺
は
（
三
尺
）
裁
尺
の
屯
種
に
し
て
今
は
清
國
製
木
綿

　
三
布
尺
ε
褥
す
る
も
の
に
限
り
用
ひ
ら
る
、
目
下
州
内
に
て
綿

　
布
類
を
計
る
に
規
ふ
。
（
註
朝
鮮
に
て
も
大
尺
は
同
様
の
目
的
に

　
用
ひ
嫁
入
道
具
だ
マ
」
聞
い
た
）
。

族
強
大
尺

金
　
　
州

奉
　
　
天

鐵
　
　
嶺

　
第
十
早

帰
、
六
八
九
　
　
　
　
一
人
　
蓮

一
2
ハ
八
七
　
　
　
　
貌
子
寓

叫
、
八
三
七
九
　
　
通
江
子

二
、
〇
四
三
　
　
　
法
鷹
門

研
究
　
　
尺
の
研
究

一
、
六
八
八

一
、
六
九
七

一
、
八
二
四

二
、
＝
○

　
　
蹴
臼
　
　
圃
麟
　
　
　
二
、
↓
五
六
五
　
　
　
新
下
府
　
　
　
二
、
一
八
五

　
さ
て
こ
の
我
國
の
臭
服
尺
叉
は
高
麗
尺
こ
い
ふ
も
の
定

満
洲
逼
塞
に
布
尺
こ
て
驚
く
べ
き
長
尺
の
あ
る
こ
ビ
は
其

の
分
布
の
時
代
は
同
一
時
代
で
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
の

中
，
我
國
に
存
す
る
慮
の
高
麗
尺
、
臭
服
尺
及
正
倉
院
木

尺
の
三
種
に
つ
い
て
考
へ
る
ご
、
勿
論
こ
の
三
種
は
い
つ

れ
も
曲
尺
ご
は
類
の
ち
が
っ
た
も
の
で
、
其
尤
も
長
い
も

の
が
正
倉
院
に
あ
る
こ
す
る
ご
除
程
古
く
か
ら
．
こ
う
い

ふ
長
い
尺
が
作
く
ら
れ
て
る
た
ご
見
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ

は
前
節
述
べ
た
通
り
こ
れ
は
南
北
朝
か
ら
五
胡
の
翫
の
間

に
延
び
た
の
で
あ
る
。
中
に
も
後
引
な
ざ
、
云
ふ
北
方
の

夷
族
が
長
い
尺
を
持
っ
て
る
た
ε
云
ふ
こ
ご
は
、
土
地
の

開
拓
な
ご
に
閣
回
し
た
も
の
ら
し
い
。
勿
論
蕃
民
の
尺
の

長
い
こ
ご
は
由
來
が
ふ
る
く
て
其
理
虫
は
偶
然
の
事
實
か

ら
出
血
し
て
み
る
か
も
し
れ
ぬ
が
尺
の
延
び
を
開
拓
に
開

す
る
と
い
ふ
考
は
左
の
如
く
で
あ
る
。
蓋
し
漢
人
の
文
化

波
及
し
、
遊
牧
の
民
が
農
業
の
民
に
か
は
る
ご
、
土
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
肖
號
　
　
　
王
七
　
　
（
五
七
）

ヂ



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
藩
鑑

開
拓
が
越
り
、
や
が
て
丈
量
が
は
じ
ま
る
、
こ
の
際
あ
ま

り
に
正
確
に
地
積
を
報
告
し
な
い
、
税
な
ざ
の
醐
係
も
あ

り
．
土
地
も
延
い
か
ら
大
様
に
す
る
こ
い
ふ
意
味
も
あ
る

後
に
な
っ
て
中
央
の
勢
力
が
強
く
な
れ
ば
尺
も
縮
む
。
尊

親
は
我
國
に
も
あ
っ
て
田
園
地
方
起
源
に
「
昔
は
六
尺
五

寸
檸
に
て
三
百
六
十
歩
を
凶
反
ご
定
む
、
近
代
は
三
百
歩

を
一
反
ε
す
、
　
救
桿
も
段
々
短
く
な
り
六
尺
｝
こ
寸
或
は
山
ハ
尺

二
寸
，
六
尺
ご
段
々
ご
あ
り
、
」
ご
記
し
、
田
園
類
説
に
元

和
以
降
新
田
の
法
六
尺
五
寸
を
歩
こ
す
ご
い
ふ
事
聞
簿
へ

記
す
ご
見
へ
た
り
、
｛
早
保
年
中
・
南
北
武
蕨
野
、
上
総
三
千

町
野
新
田
な
ご
最
初
の
割
渡
し
に
は
、
い
つ
れ
も
六
尺
五

寸
竿
を
以
て
渡
し
置
き
、
開
獲
な
り
て
本
槍
地
の
節
は
御

定
め
の
蓮
り
六
尺
一
分
竿
を
以
て
槍
地
極
る
事
也
ご
あ
る

こ
の
田
園
悪
説
の
後
か
ら
六
尺
で
槍
地
を
極
る
事
は
こ
れ

無
き
事
ざ
地
方
細
論
集
に
反
駁
し
て
、
一
旦
六
尺
五
寸
ご

心
得
た
村
々
は
永
く
こ
れ
を
用
ひ
る
ご
あ
る
、
蓋
し
新
地

開
登
に
法
定
の
六
尺
一
問
よ
り
も
長
い
尺
を
用
ひ
た
事
は

　
　
　
　
　
　
　
第
…
號
　
　
　
滅
八
　
　
（
．
，
、
入
）

最
近
搬
に
も
あ
っ
た
事
轡
蝋
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
に
擬
装
に
醐
饗
し
て
荒
服
の
尺
は
膚
か
ら
長

い
が
、
そ
の
長
い
も
め
を
も
っ
て
き
て
．
中
央
に
幽
て

政
治
を
す
る
、
そ
こ
で
こ
の
長
い
尺
が
現
は
れ
て
き
た
、

番
う
い
ふ
事
が
實
に
南
北
暢
の
間
に
出
現
し
た
の
で
、
尺

の
量
る
、
事
等
時
よ
り
甚
し
き
は
な
い
、
晴
書
寺
歴
志
が

特
に
古
今
の
尺
を
詳
論
し
た
の
は
實
に
か
、
る
観
脹
の
後

を
う
け
た
故
で
あ
っ
て
、
購
書
に
十
五
等
の
尺
を
詳
論
し

た
事
は
、
誠
に
長
孫
無
忌
の
史
家
こ
し
て
の
態
度
を
明
に

せ
る
も
の
で
、
其
数
没
す
べ
か
ら
す
ご
い
ふ
べ
き
で
あ
る

さ
て
こ
の
三
種
の
尺
の
う
ち
．
後
章
述
ぶ
る
理
由
に
よ
う

曲
一
尺
二
寸
五
分
の
く
ぢ
ら
尺
を
其
標
準
こ
し
第
五
類
の

尺
こ
す
る
．
今
夕
例
を
律
尊
志
に
見
る
ど
。

　
東
後
野
獣
　
實
比
晋
葡
尺
一
尺
五
寸
八
毛
（
曲
、
一
、
二
〇
六
四
）

ご
あ
る
も
の
實
に
こ
の
類
で
あ
っ
て
我
國
で
は
高
倉
家
所

傳
の
呉
服
尺
曲
一
尺
二
寸
五
分
が
そ
れ
で
あ
り
、
又
古
ぐ

大
寳
禽
以
前
に
用
ひ
ら
れ
た
高
麗
尺
（
曲
一
尺
二
寸
）
ε
辮
す

／



る
も
の
も
そ
れ
で
あ
る
、
日
本
な
ざ
最
初
こ
の
長
い
尺
が

用
ひ
ら
れ
た
こ
ご
、
、
東
後
魏
な
ご
に
、
か
～
解
官
尺
が

あ
っ
た
こ
ご
は
、
前
論
盛
服
の
尺
の
長
い
ε
云
ふ
こ
ご
を

謹
す
る
も
の
で
あ
る
Q
し
か
し
て
最
後
に
残
っ
た
．
正
倉

院
の
こ
の
木
尺
曲
一
尺
五
寸
の
も
の
は
、
こ
の
一
尺
二
寸

内
外
の
第
五
類
か
ら
見
る
ご
、
更
に
二
寸
五
分
も
延
び
て

み
る
長
尺
で
あ
る
か
ら
．
こ
れ
を
其
同
類
に
入
れ
る
こ
ご

は
出
來
澱
、
故
に
私
は
こ
の
尺
を
以
て
第
六
類
の
尺
こ
す

る
。
而
し
て
こ
の
一
尺
五
寸
か
ら
更
に
三
寸
も
の
び
た
満

洲
大
尺
が
、
今
も
猶
支
那
朝
鮮
に
用
ひ
ら
れ
、
凹
く
函
南

逞
羅
あ
た
う
の
現
行
尺
が
．
曲
】
尺
五
六
寸
で
こ
れ
に
似

て
み
る
所
を
見
て
、
特
に
こ
の
第
六
類
を
罰
つ
必
要
を
認

む
る
も
の
で
あ
る
。
如
斯
く
尺
を
、
か
り
に
六
種
に
分
っ

て
、
さ
て
そ
れ
が
何
れ
も
我
國
に
傳
惜
し
．
正
倉
院
の
御

物
を
は
じ
め
ご
し
て
、
御
府
、
住
吉
紳
飛
或
は
高
野
山
其

他
の
寺
院
等
に
あ
る
こ
い
ふ
事
を
知
っ
た
後
．
彼
の
國
で

果
し
て
ざ
う
で
あ
る
か
を
見
る
ご
、
ま
つ
こ
の
六
種
の
尺

　
　
　
第
十
巻
　
研
究
　
尺
の
研
究

が
間
樟
（
弓
）
ご
し
て
田
地
を
は
か
る
も
の
に
残
っ
て
居
る

謹
が
あ
る
。
皇
清
績
文
献
蓮
窪
田
賦
考
の
部
に
乾
隆
十
五

年
の
上
諭
を
記
し
て
み
る
、
そ
れ
に
は
州
縣
地
用
歩
弓
、

旗
蕪
屯
田
用
縄
ご
あ
っ
て
．
本
部
昏
省
で
は
今
も
歩
弓
即

問
罪
を
使
っ
て
み
る
が
、
こ
の
年
其
歩
弓
の
長
さ
を
調
査

し
た
庭
、
直
隷
ご
奉
天
が
部
頒
に
同
じ
き
の
み
で
、
山
東

河
南
、
山
西
．
江
西
，
驕
建
、
漸
江
、
湖
北
、
陳
西
等
の

各
省
．
或
は
三
尺
二
寸
，
四
尺
五
寸
．
六
尺
五
寸
、
七
尺

五
寸
、
を
以
て
】
弓
こ
し
域
は
二
百
六
十
弓
、
或
は
二
百

　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

七
十
弓
を
以
て
、
一
儲
こ
す
、
二
黒
盤
場
の
如
き
三
尺
八

寸
を
一
等
ご
し
、
三
百
六
十
弓
、
六
百
弓
、
六
百
九
十
弓
の

一
篇
の
地
あ
り
、
ご
記
し
だ
る
後
、
さ
れ
ば
ピ
て
今
す
べ

て
部
尺
を
以
て
統
一
す
る
こ
ご
が
繊
雲
ぬ
か
ら
、
新
墾
の

地
の
外
は
僖
來
の
も
の
を
襲
用
す
る
こ
ご
を
許
す
こ
ご
、

し
た
、
こ
の
弓
を
漢
麿
以
後
米
側
の
一
歩
は
近
路
の
歩
ご

異
っ
て
｝
歩
は
五
尺
で
め
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
尺
に

直
す
ご
左
の
如
く
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
魏
　
　
　
漱
九
　
　
（
五
九
）

峯



婁

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
究

　
（
一
）
三
尺
二
寸
の
五
尺
…
一
尺
は
工
部
尺
の
六
寸
四
分
：
第
一
類

　
（
二
）
三
尺
八
寸
の
五
尺
…
…
…
：
：
三
：
・
・
七
寸
六
分
一
第
二
類

　
（
三
）
四
尺
血
寸
の
五
尺
…
…
…
…
…
二
・
・
：
九
寸
…
…
…
第
三
類

　
（
四
）
五
尺
（
部
頒
）
…
…
…
：
…
三
…
－
ゴ
…
幅
尺
・
…
：
…
第
四
類

　
（
五
）
六
ロ
八
五
寸
：
：
二
：
；
：
：
・
：
ぎ
：
：
；
：
・
：
一
爵
八
三
，
寸
：
・
第
五
類

　
（
六
）
七
尺
五
寸
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
一
尺
五
寸
…
第
六
類

右
様
に
、
乾
隆
の
時
に
六
種
の
弓
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ

の
古
代
か
ら
の
古
く
観
雑
に
な
っ
た
尺
が
、
今
も
猶
民
間

の
田
地
測
量
に
用
ひ
ら
れ
て
有
敷
に
残
っ
て
居
る
こ
ざ
を

語
る
も
の
で
、
我
國
に
六
種
の
尺
が
現
存
す
る
の
こ
同
じ

現
象
で
あ
る
漁
而
し
て
か
く
の
如
き
尺
の
差
は
、
既
に
唐

の
食
貨
志
に
も
出
て
み
て
、
由
東
諸
州
以
一
尺
二
寸
心
霊

怪
人
蟹
行
用
之
ご
あ
る
を
見
る
ご
、
濫
費
が
令
前
高
麗
尺

を
用
ひ
た
こ
ご
及
現
に
満
洲
朝
鮮
に
大
尺
の
残
れ
る
こ
と

な
．
定
思
ひ
合
せ
て
其
流
布
の
遽
き
こ
と
を
し
る
の
で
あ
る

論
じ
て
こ
、
に
及
ん
で
愈
こ
の
尺
が
六
種
に
延
び
た
ご
い

ふ
こ
ビ
を
細
論
し
て
見
る
こ
ビ
に
す
る
。

第
六
、
結

第
一
號

載il口

山ハ

宦
@
　
　
（
六
〇
）

＼

　
さ
て
尺
が
延
び
る
こ
ご
、
、
其
延
び
た
大
尺
が
中
央
を

は
な
れ
た
虞
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
い
ふ
事
實
か
ら
、
そ
れ
が

開
拓
に
關
す
る
も
の
だ
ご
は
一
箇
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が

一
方
其
の
延
び
方
が
菊
ざ
し
か
ら
丈
ぎ
文
ぎ
か
ら
曲
尺
ご

約
二
寸
づ
、
延
び
た
こ
云
ふ
事
實
が
あ
る
か
ら
、
延
び
る

に
し
て
も
其
の
間
に
何
等
か
の
約
束
が
な
い
か
ご
考
へ
て

見
た
い
、
．
さ
き
に
の
べ
た
通
り
漢
代
に
は
既
に
三
種
の
尺

が
あ
っ
た
ら
し
い
、
周
鎭
盗
難
六
寸
四
分
の
も
の
、
外
に

山
越
寸
の
古
尺
ご
、
律
歴
志
の
述
ぶ
あ
所
の
九
寸
の
轄
尺

が
あ
っ
た
、
そ
こ
で
こ
れ
を
古
へ
に
持
っ
て
來
て
、
三
代

異
型
の
説
を
建
つ
る
も
の
が
あ
っ
た
、
そ
れ
は
後
漢
章
帝

の
世
に
斑
歌
読
照
照
の
諸
儒
を
白
虎
観
に
集
め
て
、
白
虎

蓮
こ
い
ふ
本
を
勅
撰
し
，
前
代
経
管
の
足
ら
ぬ
所
を
補
ふ

た
の
で
あ
る
、
良
書
は
今
漢
魏
叢
書
の
中
に
あ
る
が
こ
の

方
に
は
尺
度
の
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
幸
に
杜
佑
の
蓮
典



に
こ
の
白
虎
蓮
を
引
い
て
（
憩
典
玉
十
五
巷
吉
禮
部
）

　
夏
法
日
、
日
数
十
也
、
降
韻
語
照
、
尺
零
度
無
…
不
極
、
故
以
十

　
昏
冥
尺
、
般
法
十
二
月
言
一
歳
畑
中
無
所
不
成
、
放
以
十
二
寸

　
寸
尺
、
開
量
地
弼
生
，
地
者
陰
也
、
以
婦
人
爲
法
、
婦
人
大
卒

　
奄
八
寸
、
故
以
八
寸
爲
診
療

ご
み
る
．
勿
論
苗
代
で
さ
へ
尺
に
定
制
が
な
い
の
で
あ
る

か
ら
こ
の
三
つ
の
法
が
こ
の
文
字
の
・
如
く
三
代
に
あ
っ
た

ご
は
信
じ
ら
れ
濾
け
れ
ご
も
、
入
事
。
十
寸
十
二
寸
、
の

三
種
の
尺
が
現
存
せ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
か
、
る
説
明
的

の
文
字
は
出
來
な
か
っ
だ
で
あ
ら
う
、
で
こ
れ
を
三
代
異

心
の
説
ご
い
ふ
の
で
あ
る
が
物
租
挾
の
度
考
に
は
こ
の
白

虎
通
の
語
あ
る
を
知
ら
す
し
て
明
の
朱
載
墳
が
、
三
夏
尺

入
寸
均
以
十
寸
師
周
匝
也
、
局
尺
最
小
、
以
裏
尺
一
尺
二

寸
均
作
十
寸
帥
置
尺
也
商
尺
最
大
ご
論
じ
た
の
を
、
取
る

に
足
ら
ぬ
俗
説
こ
し
三
代
三
尺
の
説
は
古
よ
り
唐
宋
元
明

に
至
る
迄
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
也
ビ
喝
破
し
て
み
る
が
、

こ
れ
は
租
徐
が
直
話
通
に
既
に
こ
の
朱
氏
の
説
が
あ
る
を

　
　
　
第
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
尺
・
の
研
…
究

知
ら
す
し
て
、
の
べ
た
こ
ご
で
朱
氏
を
責
む
る
よ
り
は
、

租
彼
自
か
ら
珊
ぢ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
、
蓋
し
白
虎
通
の
言

に
よ
れ
ば
夏
尺
が
基
本
で
、
股
は
其
十
有
二
寸
で
周
は
其

入
寸
に
あ
た
る
ご
云
ふ
の
で
朱
氏
は
之
に
よ
っ
た
の
で
あ

る
、
然
ら
ば
夏
般
周
其
の
通
り
で
あ
っ
た
か
云
へ
ば
、
其

れ
は
分
か
ら
な
い
が
こ
の
言
語
の
中
か
ら
漢
に
三
種
の
尺

あ
る
を
知
る
ざ
同
時
に
、
尺
度
を
超
す
に
十
進
法
ご
十
二

進
法
が
古
よ
り
あ
っ
だ
こ
ご
を
知
る
の
で
あ
る
、
抑
も
尺

は
人
の
燈
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
最
初
は
五
本
の
指

の
あ
る
や
う
に
十
進
法
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
、
し
か
し
十

こ
ご
云
ふ
一
年
の
間
の
月
の
主
命
を
知
る
に
至
っ
て
後
、

律
呂
尺
量
、
天
文
現
象
の
類
が
其
の
影
響
を
う
“
る
に
至

っ
た
事
も
除
毒
古
い
こ
ご
で
、
六
律
六
呂
．
十
二
律
ご
云

ふ
こ
ご
を
始
め
潅
南
子
に
十
二
藁
を
寸
こ
す
る
こ
か
逞
羅

の
一
尺
（
押
菩
）
が
十
二
寸
〔
碁
戸
）
よ
り
成
立
す
る
こ
か
、

英
國
の
諸
等
数
が
十
二
…
進
法
で
あ
る
こ
い
ふ
や
う
な
極
め

て
多
い
類
例
か
ら
恐
ら
く
支
那
に
も
十
二
進
の
一
尺
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
餓
謝
一
説
　
　
　
　
山
ハ
一
　
　
　
（
山
四
一
）



」

ド

　
　
　
第
十
盤
　
　
研
究
　
　
尺
の
碍
究

つ
た
で
あ
ら
う
、
故
に
麿
鋼
一
尺
二
寸
を
大
尺
こ
す
る
ご
定

め
た
の
で
、
漢
代
既
に
既
尺
の
取
り
方
が
あ
っ
た
の
で
凄
6
0

る
、
も
し
考
右
記
の
玉
入
の
條
を
周
代
の
者
こ
す
る
な
ら

ば
鎭
圭
尺
十
麿
二
寸
と
い
ふ
事
が
そ
の
意
味
で
あ
っ
て
鄭

注
に
周
猶
十
寸
を
以
て
尺
こ
な
す
ご
云
ふ
た
の
も
何
だ
か

憐
か
で
な
く
或
は
十
二
寸
或
は
八
寸
、
何
れ
も
尺
で
あ
っ

た
ら
し
い
の
で
あ
る
、
故
に
實
験
考
に
あ
る
通
り
曲
六
寸

四
分
の
鎭
圭
尺
に
甥
し
て
十
又
二
寸
の
圭
（
費
二
曲
七
寸
六
分

入
厩
）
が
あ
り
四
壁
が
あ
り
大
田
が
あ
る
の
で
あ
る
。
漢
の

三
毛
銅
尺
ご
云
ふ
賦
物
は
實
に
肋
七
寸
七
分
籐
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
尺
は
銭
三
尺
を
墓
礎
ご
し
三
十
又
二
寸
の
尺
で

あ
る
ご
見
ら
れ
る
、
つ
ま
り
十
二
…
進
法
を
ご
る
こ
い
ふ
こ

ご
の
た
め
、
二
寸
づ
、
の
ひ
る
の
で
、
か
や
う
に
曲
入
寸

に
近
い
尺
が
出
先
れ
ば
、
つ
ぎ
に
曲
一
尺
の
尺
も
で
き
、

つ
ぎ
に
曲
一
尺
二
寸
の
尺
も
鐵
來
る
、
即
十
分
の
二
つ
、

延
ば
す
の
で
あ
る
が
、
か
や
う
に
見
る
ご
白
虎
通
の
般
法

十
二
寸
は
明
、
に
な
る
が
、
編
法
三
寸
ご
云
ふ
の
が
や
～
了

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
六
一
圃
　
　
（
六
二
）

解
し
難
く
な
る
、
し
か
し
こ
の
嗣
法
入
寸
こ
い
ふ
こ
ご
は

・
實
に
十
二
灘
嶋
法
の
一
転
化
に
…
過
ぎ
な
い
、
何
ε
な
れ
ば
、

言
言
圭
尺
六
寸
四
分
が
あ
る
、
こ
れ
を
入
寸
ご
見
て
、
新

た
に
十
寸
の
尺
に
す
る
十
三
の
二
を
延
ば
す
か
は
り
に
四

分
の
五
を
ご
る
其
算
式

　
　
　
　
錠
×
極
一
㏄

　
　
　
　
，
　
　
虞

こ
な
る
、
か
く
す
れ
ば
、
古
代
の
圭
や
壁
か
ら
度
を
起
し

て
、
新
た
に
曲
八
寸
の
尺
が
出
　
摩
る
．
か
、
る
長
に
合
す

る
も
の
は
實
に
唐
の
開
元
尺
で
あ
る
　
こ
れ
は
師
ち
唐
の

三
尺
で
晴
書
律
歴
志
の
晋
三
尺
ご
回
す
る
も
の
で
あ
る
、

十
二
進
法
を
ご
る
に
は
或
は
十
分
の
二
を
加
へ
た
ら
し
い

け
れ
ざ
も
、
い
っ
か
こ
の
増
し
方
が
、
外
割
に
な
っ
て
入

団
の
十
の
比
を
ご
る
こ
ご
も
あ
っ
て
漢
以
後
の
官
尺
は
常

に
こ
の
三
方
の
延
び
方
で
延
び
て
行
っ
た
こ
ご
は
左
の
如

く
で
あ
る
、
（
附
炎
滲
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
鎭
壼
尺
（
菊
ざ
し
）
…
。
・
ら
苓
、
臥
，
一
。
。
払
、
…
…
〈
開
元
尺
）

島



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
開
一
兀
尺
（
丈
ぎ
）
．
・
．
・
．
・
9
0
・
×
」
劇
－
巨
H
O
4
。
：
・
・
…
．
ハ
曲
尺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ゆ

　
曲
尺
．
：
．
．
弓
：
：
：
．
．
H
O
・
X
日
d
1
1
1
H
・
b
⊃
・
…
・
．
：
：
．
・
ハ
高
麗
尺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
曲
尺
．
．
．
：
・
．
：
・
…
自
ρ
X
，
凶
一
1
1
H
海
b
っ
敷
．
・
：
：
：
八
鯨
尺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
高
麗
尺
．
濫
．
…
…
・
：
．
．
H
面
X
i
劇
I
n
H
海
α
．
．
・
…
…
（
正
倉
院
木
尺
y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
大
　
尺
・
：
・
：
：
・
：
・
．
：
H
・
軌
×
冒
q
H
H
ヒ
。
…
…
…
一
（
布
　
　
尺
）

で
こ
の
延
び
方

は
夙
に
我
國
に

も
傳
聴
し
て
み

て
藪
學
類
聚
に

は
「
鯨
尺
は
曲

尺
を
四
つ
に
き

り
て
．
五
つ
よ
せ

て
一
尺
こ
し
呉

服
尺
は
曲
尺
を

五
つ
に
き
り
て

六
つ
よ
せ
，
て
つ
く
る
し
と
あ
り
前
者
は
5
「
4
で
後
者
は

　
　
　
第
十
巻
　

砺
．
究
　
尺
の
研
究

B
「
⑩
に
な
る
い
つ
れ
も
十
二
，
進
法
の
場
合
で
あ
る
，
其
一

例
ご
し
て
京
大
交
學
部
國
史
研
究
室
に
延
喜
大
尺
ご
総
．
す

る
も
の
を
法
壽
奄
尺
か
ら
還
元
す
る
こ
ご
圖
の
如
き
も
の
．

が
あ
る
、
し
て
見
る
ご
尺
を
延
ば
す
に
至
っ
た
の
は
最
初

或
は
十
進
法
で
あ
り
或
は
十
二
進
法
で
あ
っ
π
習
慣
の
残

り
ど
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
度
で
は
な
い
が
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
方
に
左
の
語
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趙
氏
日
，
周
用
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
螢
之
数
、
四
禽
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
、
四
合
爲
升
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
升
爲
豆
、
四
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爲
匿
、
四
逼
爲
繭
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
「
一
融
則
四
匝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
魁
四
升
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
實
．
二
豆
則
四
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
實
弄
則
四
金

　
也
，
層
自
籠
而
解
皆
早
撃
衙
二
者
乃
西
漢
之
量

　
　
　
　
　
　
　
　
第
＝
號
｝
．
　
　
　
山
ハ
＝
ド
　
　
（
六
一
二
）



’

　
　
　
第
十
磐
　
　
研
　
究
　
　
尺
の
研
究

ビ
こ
れ
に
よ
る
ご
塾
代
に
入
っ
て
十
進
法
ご
な
っ
た
の
で

量
の
如
き
は
身
代
は
四
進
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
度
の

方
も
亦
黒
し
も
十
進
ご
き
ま
っ
て
み
な
か
っ
た
の
で
、
別

に
九
寸
の
尺
が
現
は
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
ご
も
あ
っ
た

の
で
あ
ら
う
、
し
て
見
る
ざ
こ
の
尺
の
延
び
方
は
こ
う
い

ふ
十
進
か
十
二
進
か
ご
云
ふ
や
う
な
黙
か
ら
後
世
十
二
寸

を
以
て
尺
こ
し
，
一
類
か
あ
二
類
二
類
か
ら
三
類
と
延
び

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
の
び
た
時
期
は
、
周
末
戦
國
の
間

に
一
度
あ
っ
て
、
そ
れ
を
秦
が
扁
翻
し
た
の
で
秦
漢
の
間

は
其
基
く
所
を
得
た
が
、
漢
以
後
三
國
南
北
朝
ご
な
っ
て

今
度
は
避
遽
の
地
の
人
民
が
主
癖
者
ご
な
る
に
至
っ
て
、

こ
の
寸
延
び
の
尺
を
用
ふ
る
に
至
っ
た
の
で
後
塵
の
時
尤

も
長
か
っ
た
の
で
あ
る
、
後
魏
は
鮮
卑
で
大
に
中
國
の
文

化
を
重
ん
じ
、
硅
肺
を
盛
ん
に
や
っ
た
國
で
あ
る
け
れ
ざ

も
尺
は
上
下
論
じ
た
や
う
な
次
第
で
、
つ
い
長
い
尺
を
使

用
し
て
み
た
故
に
、
一
時
尺
が
延
び
だ
こ
こ
ろ
が
、
そ
れ

で
は
立
涌
の
漢
人
は
承
知
し
な
い
、
元
へ
戻
そ
う
ご
霊
力

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
山
ハ
閃
門
、
　
（
山
ハ
田
H
）

し
た
の
で
、
十
代
二
度
の
努
力
ご
な
っ
た
こ
ご
は
前
述
の

蓮
で
あ
る
。
故
原
毛
授
は
尺
は
も
こ
へ
戻
る
も
の
だ
こ
数

へ
て
く
れ
ら
れ
た
が
誠
に
其
癖
り
で
、
凝
立
一
時
の
戦
飢

で
度
制
は
延
び
た
け
れ
ざ
も
、
直
ち
に
奮
に
露
ら
ん
こ
ご

を
つ
こ
め
た
弦
ハ
結
果
寒
寒
文
化
の
確
立
に
至
っ
て
再
び
定

尺
を
得
た
の
で
あ
る
、
而
も
そ
れ
が
古
尺
の
十
又
二
寸
ご

定
ま
っ
た
こ
ご
は
誠
に
嘗
然
で
あ
る
が
甚
だ
面
篤
い
事
ご

思
ふ
の
で
あ
る
。
唐
以
後
尺
に
二
化
が
な
い
ご
云
ふ
事
は

漢
人
の
文
化
が
こ
、
に
至
っ
て
愈
確
立
し
た
こ
ご
を
語
る

も
の
で
あ
っ
て
、
漢
唐
の
問
に
民
族
移
動
の
あ
っ
た
時
こ

の
長
尺
が
遠
い
蟻
蚕
か
ら
邊
阪
へ
こ
行
渡
つ
た
も
の
で
あ

る
ら
し
い
。
で
其
の
分
布
の
属
官
を
見
る
ご
、
第
一
に
朝

鮮
で
こ
、
は
李
朝
に
至
っ
て
南
向
を
量
地
の
基
ご
し
て
、

置ハ

ｷ
さ
は
河
合
弘
民
氏
に
よ
れ
ば
其
周
尺
は
曲
六
寸
山
ハ
瓜
万

で
あ
り
、
別
に
虫
聞
布
串
尺
が
あ
っ
て
満
洲
ど
同
じ
い
大

尺
を
用
ひ
て
．
日
韓
併
合
に
及
び
露
量
で
は
最
初
高
麗
尺

を
用
ひ
、
和
銅
六
年
後
唐
制
に
よ
っ
て
曲
尺
を
倉
の
小
尺



，

こ
し
て
現
今
に
至
る
迄
使
用
し
た
。
更
に
南
の
方
を
見
る

ご
安
南
で
は
、
十
…
進
法
で
一
け
9
蔦
ご
云
ふ
が
現
行
一
尺
で
曲

一
尺
五
寸
五
舜
扁
厘
の
實
長
を
有
し
て
、
尤
も
長
い
尺
を

用
ひ
、
逞
羅
で
は
一
。
・
昇
ご
云
ふ
の
が
一
尺
六
寸
七
奔
六

厘
四
毛
の
長
を
有
し
て
み
る
が
、
其
二
分
の
一
に
一
ざ
σ

ビ
云
ふ
入
寸
三
分
八
厘
徐
の
「
も
の
さ
し
」
が
あ
っ
て
、
し

か
も
其
＝
窮
ぴ
は
十
二
寸
（
愈
μ
）
か
ら
成
立
し
て
み
る
ご

云
蓋
面
懸
い
事
實
が
あ
る
、
薇
…
領
印
度
、
ボ
ル
、
矛
オ
島
で

は
、
吉
尺
は
今
臼
用
ひ
る
も
の
が
な
い
か
ら
明
か
で
な
い

が
、
ゼ
ル
マ
又
は
ベ
ン
ガ
ル
の
尺
こ
な
る
ご
金
く
支
那
尺

ε
は
軍
位
を
殊
に
し
明
に
異
種
の
文
化
に
生
じ
た
こ
ご
を

　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
　
附
　
　
　
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷺
支
尺
度
比
較
表

　
瀬
　
標
輩
の
長
　
延
長
の
鍛
　
　
ほ
　
　
　
　
本

塁
め
す
。
や
ぐ
れ
か
ら
亜
細
亜
ト
ル
コ
な
ざ
も
こ
尺
二
寸

乃
至
二
尺
三
寸
の
長
尺
を
用
ひ
て
み
て
、
支
那
尺
ご
の
關

係
が
明
で
な
い
、
要
す
る
に
支
那
尺
は
黄
河
楊
子
江
の
李

原
を
中
心
ご
し
て
束
は
日
本
朝
鮮
に
及
び
南
は
安
南
逞
羅

に
贋
が
つ
だ
の
で
、
こ
の
尺
の
分
布
は
直
ち
に
支
那
交
化

の
力
強
い
波
及
の
範
園
を
憾
め
す
庭
の
も
の
で
同
時
に
其

の
中
央
か
ら
の
波
及
の
時
期
如
何
に
よ
っ
て
大
小
長
短
の

差
あ
る
尺
を
用
ひ
る
こ
ご
に
な
っ
た
事
を
断
定
し
て
よ
い

鷲
思
ふ
、
も
し
そ
れ
我
國
に
於
け
る
尺
の
灘
蓬
に
つ
い
て

は
後
田
…
改
め
て
論
ず
る
の
機
會
を
一
得
た
い
ご
思
ふ
。

尺

同

瀬

尺

曲
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寸
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分
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壷
　
尺
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し尺．
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O
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穴
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幽
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粍

O、

垂
n
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一
δ

O
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糞
O
O
　
　
き
O
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

第
十
巷
　
研
究
　
尺
の
研
究

第
一
號

六
五
　
　
　
（
六
五
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棊
讐
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院
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尺

濾
洲
及
覇
鮮
大
尺
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八
O
内
外
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古
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⑲
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大
尺
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最
上
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院
晶
賊
尺
黒
版
勝
奨
域
調
杳
帥
に
從
ふ
。

凱
明
治
四
十
∴
二
年
農
商
勝
省
瞼
定
に
從
ふ
Q

？
朱
氏
尺
及
晋
後
尺
ぱ
二
瀬
ミ
三
瀬
オ
の
中
間

に
鵬
す
◎

六
尺
五
寸
の
弓
　
　
　
　
一
、
琶
O
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髭
四
b
O

支
那
七
尺
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寸
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弓
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、
翫
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晦
繋
δ
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甫
　
一
　
尺
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装

堪
Q
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△
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實
物
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隔
て
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の
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弊
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O

晦
治
聯
年
の
地
方
官
稟
議
㈲

　
　
五
・
民
愈
の
由
來
’

朗
活
初
年
の
地
方
整
髪
議
に
於
て
、
最
も
重
大
な
る
議

　
　
錦
十
懸
　
　
研
　
究
　
　
明
日
初
年
の
馳
方
官
禽
議
・

文
學
士
　
鰻

　
　
　
　
　
　
｝
蓋

魯
血

●
ゴ
菖

ヲ

甚
　
太
　
郎

案
は
、
八
年
度
の
民
會
案
、
十
「
年
度
の
府
縣
會
案
、
十

三
年
度
の
府
縣
會
規
則
修
正
案
で
み
っ
て
．
日
本
民
纏
史

　
　
　
　
　
　
　
　
轄
耀
一
號
　
　
　
　
山
ハ
七
　
　
　
（
山
ハ
七
）
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